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は、 を、 の 向を年 として分 して の

を いた くとともに、 の である をし り分 をして

の のための 策に てていた くため、 年より 年 ることとい

たし した。

は、 の 年 の 向を るとともに、全国

よ の 向を大きく る消費税率引上げと政府による増税対策につい

て、全国 よ の家計に る を し した。

では、 の 年の 向について、分 し した。

が国では、 年 に た の が 最 であ た 年

年 の を る 性が さ ているとこ で 。一方で、この

とこ な を に世 の き が増大し、 国 の が

とな たこと 、国 に いても でに の を たのではない と

の も るようになり した。 年の が国 は、 が にありなが

も が めた にあ たと 。

をは めと る 造 を として、 が国 のけ 引 である

に いては、こ で、 の を として、 の増加、 の 、

の な が に けてあ てき した。 年に ると、 国、

国な 向け 割合が大きい で が るようになり、一方、

国 の な に下 さ た は引き き を し した。

では、世 向 消費税増税の を したう で、全国 よ

の 年 の しについて分 し した。

では、 年 に さ ている消費税率引上げと政府による増税対策が全

国 よ の家計に る について分 し した。

は、ここ 年全国的に ても が であり、 た の

合いが い と 。こうしたことが の上 家計消費の増加 とつなが

り、 が なる の をもた という一 の が 、

に 的な の が る 性があり 。 の で、 の家計の

消費 向は であり、消費税率引上げと政府による増税対策の には が る

とこ で 。

を、 の 方 で いた き、 の に でき いで 。

年





6

　　

は めに

の 年の 向

の 向の

県

県

県

県

県 向 の

の 向と

と

の 向

の家計 向

消費

の 向

全国 よ の 年 の し

全国の しについて

の しについて

消費税率引上げと増税対策が全国 よ の家計に る について
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― ―

　 の 年の

では、 の 年の 向について分 る。

では、 の 向について、 向 を いて の を

し、 年の 向を る。

では の 向と 、 では の 向、 では

の家計 向、 では の 向について り上げる。

な ここでは、下 の 分を している。



― ―

1   景気動向指数とは、様々な経済活動を代表し、かつ景気動向に敏感に反応するような複数の経済指標の動きを一つの指標として

統合したものである。公益財団法人中部圏社会経済研究所では、中部広域 9 県（富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、

三重、滋賀）は、全国の経済規模の 2 割弱を占め、かつ自動車産業をはじめとする製造業の集積地として全国の景気を引っ張る

エンジン役であり、その景気動向を的確かつ迅速にとらえる意義は非常に大きいとの認識の下、中部圏景気動向指数を開発し、

2017 年 1 月以降、毎月公表している。中部圏景気動向指数は、北陸 3 県、東海 3 県、中部 5 県、中部 9 県の 4 地域において作

成され、参考として、各県版景気動向指数も試算されている。
2   景気動向指数のうち、CI（コンポジット・インデックス）とは、構成指標の前月からの動きを合成することによって、景気変動

の大きさや勢いを測定する指標であり、先行指数、一致指数、遅行指数からなる。中部圏景気動向指数では、先行指数と一致指

数が作成されている。先行指数は景気に先行して動くため将来の景気の動きを予測する目的で利用され、一致指数は景気とほぼ

一致して動くため景気の現状把握に利用される。
3   DI（ディフュージョン・インデックス）とは、構成指標のうち、3か月前と比較して改善している指標の割合を算出することで、

景気の各経済部門への波及度を測定する指標である。月々の振れがあるものの、50を目安とし、景気拡張局面では50を上回り、

後退局面では下回る傾向がある。CIと同様、先行指数、一致指数、遅行指数からなり、中部圏景気動向指数では、先行指数と一

致指数が作成されている。

　 の の推

1． 県

県の 向について、 （ 県） 向 を いて る。

、 一 の を ると（ ）、 年は を つつも

いで したことが る。 に年の については 。 年 の

一 は 、 年 大きく下 した。 の は で 上

で し、 には と 年 の をつけた。年 は 、全

国的に が した では の下 とな た。 に

したものの、 と は下 した。 、 は となり、 と比較 ると、

と小 な上 にと た。 た、 年 との比較では

と下 している。

については、 年 は 、一 年 大き

く下 した。以 も が、 に と に 上 し 年 の

をつけた。 の は、 しい上下 を り し には となり、 と比

較 ると、 と小 なが 下 ることとな た。

に、 一 、 の を ると（ ）、 年

には 、 と一 については になる を上 ていたものの、

と には一 、 ともに を下 た。 では を上 る

ことが くなり、 に一 については で を上 た。 以 は

低 となり、 に は で で を下 て した。た し、

には、一 が 、 が となり、 とも を上 た。
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2017 2018

(2010=100)

行 （ ）

(2010=100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
行 128.9 129.5 129.8 130.4 128.9 134.0 129.1 133.3 129.4 124.6 128.5 128.2

126.4 128.7 128.8 129.3 128.6 130.3 129.3 128.4 126.3 129.0 128.6 128.2

2018

0

50

100

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2018

行

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
行 30.8 30.8 46.2 76.9 46.2 61.5 30.8 61.5 38.5 30.8 38.5 53.8

52.4 40.5 38.1 71.4 57.1 64.3 52.4 66.7 28.6 64.3 50.0 61.9

2018

－ － （ 3県）

－ － （ 3県）
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4   中部圏景気動向指数では、景気の現状と先行きについて、それぞれ CI 一致指数と CI 先行指数の動きをあらかじめ決められた基

準にあてはめ、基調判断を定めている。基調判断には、①改善②足踏み③局面変化④悪化⑤下げ止まりがある。

以上のような 向 の 的に さ る （ ）

を ると 、 の については 的な下 が め ないこと

年 で の は、 に いて している の を

した。 は 年 以 とな ている。

の きについても、 と 年 で の きについ

ては、 に いて ることが る の を した。 は

年 以 とな ている。

最 に、 一 の に対 る 分 の について、 年の （

）と （ ）に分けて る（ ）。年 は、 一 が

と に下 した。このう 、 消費 が

の とな た。 た、 年 であ た 、 も

とな た。 （ ）が 、 が

の とな た。 では 率も とな ている。一方、

（ 計）は と に した。

（ ）（ 年 比）も に している。

年 は、 一 は と下 した。 の

が大きい。 率が 、 （ 計）が

の とな た。 県は全国的にも の が い

であり、 率は にあるが、年 に ことが、

の とな た。 た、 の が しも の増加には つ

、年 の （ 計）は 。一方、 、 は

年 いの とな た。全国的に した 世 の き

は、 県の の下 し とな たと るが、

な も めた 国との つきが全国的に て い 県の 造 は 国 の

な に下 さ たと る。消費 は年 に なが も

向となり、 （ ）（ 年 比）、 消費 とも

に とな た。

て、 国 の な に下 さ た 県の は 年 引き き

を し、 る に していたと る。



― ―
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（ ） の 向 向  

 

（ ） の 向 向  

の現 に い し いる 　　（ ）

の 行 に い に い する ま る 　　（ ）

の現 に い し いる 　　（ ）

の 行 に い に い する ま る 　　（ ）

の現 に い し いる 　　（ ）

の 行 に い に い する ま る 　　（ ）

の現 に い し いる 　　（ ）

の 行 に い に い する ま る 　　（ ）

の現 に い し いる 　　（ ）

の 行 に い に い する ま る 　　（ ）

の現 に い し いる 　　（ ）

の 行 に い に い する ま る 　　（ ）

の現 に い し いる 　　（ ）

の 行 に い に い する ま る 　　（ ）

の現 に い し いる 　　（ ）

の 行 に い に い する ま る 　　（ ）

の現 に い し いる 　　（ ）

の 行 に い に い する ま る 　　（ ）

の現 に い し いる 　　（ ）

の 行 に い に い する ま る 　　（ ）

の現 に い し いる 　　（ ）

の 行 に い に い する ま る 　　（ ）

の現 に い し いる 　　（ ）

の 行 に い に い する ま る 　　（ ）

2018年5 分
（2018年8 9 ）

（ ）

2018年1 分
（2018年4 5 ）

2018年2 分
（2018年5 11 ）

2018年3 分
（2018年6 6 ）

2018年4 分
（2018年7 5 ）

2018年12 分
（2019年3 ）

2018年6 分
（2018年9 13 ）

2018年7 分
（2018年10 12 ）

2018年8 分
（2018年11 7 ）

2018年9 分
（2018年12 5 ）

2018年10 分
（2019年1 11 ）

2018年11 分
（2019年2 6 ）

年 年
-0.8 -2.1

-0.83 0.10

0.23 0.58

-0.20 0.11

-0.33 -0.01

0.14 0.07

-0.22 -2.14

0.39 -0.82

（ ）

　　有 率

CI  分
　（年 1-6 　年 7-12 ）

の

（消費 ）

　　 消費

　　 ・スー ー ( )( 年

（ ）

　　

（生 ）

　　生 (

　　生

　　 ( 計

表 － － 調 （ 3県）の推

表 － － （ 3県）の 分
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2. 県

県の 向について、 （ 県）の 向 を いて る。

、 一 の を ると（ ）、 年 は 年 の

を受けて下 で したことが る。た し、 は を に上 る

もあ た。 年 の 一 は 、 には で下 したが、 、 に

は し、 には 年 の となる をつけた。 と は下 し、

、 は となり、 と比較 ると、 と小 なが 下

している。

については、 年 は 、以 は に と 上 る

な しい上下 も たが、な して いの とな た。

には となり、 と比較 ると、 と小 な上 にと た。

に、 一 、 の を ると（ ）、 年 に

は 、 と は になる を上 たものの、一 は

で を下 た。一 については で を上 たものの、 と

は 下 り、 で た上 るという た で上下 を り

な きとな た。 も年 は を上 ることが たが、 以 は上下

を り した。 には、一 は 、 は とな た。



― ―
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2017 2018

(2010=100)

行 （ ）

(2010=100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
行 147.9 140.0 155.6 148.5 142.6 143.9 144.8 142.0 141.8 152.3 145.7 149.2

127.2 126.0 127.3 128.4 126.9 126.6 126.2 123.5 126.1 128.9 126.9 125.4

2018

0

50

100

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2018

行

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
行 58.3 25.0 58.3 58.3 58.3 20.8 41.7 75.0 41.7 62.5 50.0 83.3

38.1 42.9 35.7 71.4 81.0 57.1 38.1 38.1 57.1 59.5 59.5 50.0

2018

－ －３ （ 3県）

－ － （ 3県）
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5  「景気拡張の動きが足踏み」という基調判断は、景気が拡張局面にある中でおおむね横ばいの動きとなっていることを意味する。
6  「下方へと局面変化」という基調判断は、景気のピークをすでに過ぎている可能性が高いこと意味する。

以上のような 向 の 的に さ る （ ）

を ると、 の については で の は、 の

きが している を した 。 は 年 以 とな ていた。

には下 がは きりしたこと を の は、下方 と し

ている と下方 した 6。以 、 で で の は、下方 と

している の を いた。

な 、 の きについては、 の と で に を

の きについては、引き き下方 の が る と下方 し、以

で で を いた。

最 に、 一 の に対 る 分 の について、 年の （

）と （ ）に分けて る（ ）。年 は、 一 が

と大きく下 した。このう 、 国に ける の り

と を一にして 年 でいた 、 は とな

た。この 、 が低 していた。 （ ）、

が 、 、 が

の とな た。 た、 消費 が と 大

きな とな た。 率も と に した。一方、

（ ）（ 年 比）は に した。 （

計）も に している。

年 も、 一 は と引き き下 した。 は

したものの、 を に世 の き が増加し、 国 の

が とな たこともあり、 の いは いものとな た。 （ ）、

が 、 の とな た。 は

引き き となり、 率が 、

（ 計）が の とな た。 県は全国的にも

の が い であり、 率は にあるが、年 に

ことが、 の とな た。 た、 の が しも

の増加には つ 、年 の （ 計）は 。 県、

県で が を ている 性がある。

て、 国、 国な 向け 割合が大きい 県の は 年

の 国 の 向と を一にして 年 は が たと る。



― ―

 

 9  
 

 
（ ） の 向 向  

 

（ ） の 向 向  

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

-3.7 -1.2

-1.07 0.96

0.29 -0.24

-0.26 -0.07

-1.07 0.26

-1.05 0.35

-0.62 -0.70

0.10 -1.87

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

表 － －３ 調 （ 3県）の推

表 － － （ 3県）の 分
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3. 県

県の 向について、 （ 県） 向 を いて る。

、 一 の を ると（ ）、 年は を つつも

いで したことが る。 に年の については 。 年 の

一 は 、 年 大きく下 した。 の は で

上 で し、 には と 年 の をつけた。年 は 、

全国的に が した では の下 とな た。 の

したものの、大 な とはな 、 、 は となり、 と比較

ると、 と小 な上 にと た。 た、 年 との比較では

と下 している。

については、 年 は 、一 年 大

きく下 した。以 、小 なが 上 し には と 年 の をつけたが、

の は下 とな た。 には となり、 と比較 ると、

と下 ることとな た。

に、 一 、 の を ると（ ）、 年 に

は 、 とともに となる を下 り、以 と も を下 て

した。 の 、一 は で で を上 たものの、

以 は 低 とな た。 は を下 ることが く、 で

で を下 て した。 には、一 が 、 が となり、

とも を上 た。



― ―
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126.9 128.4 128.8 129.5 128.6 129.9 128.3 127.9 126.2 127.6 126.9 127.2
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0

50

100

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2018

行

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
行 31.6 36.8 42.1 78.9 47.4 42.1 26.3 47.4 31.6 26.3 42.1 52.6

48.6 44.3 40.0 72.9 62.9 64.3 52.9 62.9 32.9 62.9 44.3 61.4

2018

－ － （ 5県）

－ － （ 5県）
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以上のような 向 の 的に さ る （ ）

を ると、 の については 的な下 が め ないこと

年 で の は、 に いて している の を

した。 は 年 以 とな ている。

な 、 の きについては、 年 で の きについては、

に いて ることが る の を したものの、 に

の が さ たこと の きについては、 の きが

ることが る と下方 し、以 で で を

いた。

最 に、 一 の に対 る 分 の について、 年の （

）と （ ）に分けて る（ ）。年 は、 一

が と下 した。このう 、 年 であ た 、 は

とな た。 （ ）、 が 、

、 が の とな た。

では 率も と とな ている。一方、消費

で （ ）（ 年 比）は と

に している。

年 は、 一 は と下 した。 の

が大きい。 率が 、 （ 計）が

の とな た。 県は全国的にも の が い

であり、 率は にあるが、年 に ことが、

の とな た。 た、 の が しも の増加には つ

、年 の （ 計）は 。一方、 、 は

年 いの とな た。全国的に した 世 の き

は、 県の の下 し とな たと るが、

な も めた 国との つきが全国的に て い 県の 造 は 国 の

な に下 さ たと る。消費 は年 に なが も

向となり、 （ ）（ 年 比）は と

とな た。

て、 国 の な に下 さ た 県の は 年 引き き

を し、 る に していたと る。
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（ ） の 向 向  

 

（ ） の 向 向  

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

行 （ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

-1.4 -2.7

-0.02 0.03

0.19 0.43

-0.32 0.10

-0.41 0.18

-0.17 0.05

-0.71 -2.88

0.02 -0.64

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

表 － － 調 （ 5県）の推

表 － － （ 5県）の 分
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4. 県

県の 向について、 （ 県） 向 を いて る。

、 一 の を ると（ ）、 年は を つつも

いで したことが る。 に年の については 。 年 の

一 は 、 年 大きく下 した。 の は で上

し、 には と 年 の をつけた。年 は 、全国的に

が した では の下 とな た。 に したも

のの、 と は下 した。 、 は となり、 と比較 ると、

と小 なが 下 している。

については、 年 は 、一 年 大

きく下 した。 以 も しい上下 を り しなが で下 で

した。 以 したものの、大 な とはな 、 には となり、

と比較 ると、 と下 ることとな た。

に、 一 、 の を ると（ ）、 年 に

は 、 とともに となる を下 り、一 については と

も下 て した。 の 、一 は で で を上 た

ものの、 以 は を下 ることも くな た。 も を下 ることが

たが、年 上 となり には を上 た。 には、一 が 、

が となり、 とも を上 た。
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（ ） の 向 向  

 

 
（ ） の 向 向  
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2018

－ － （ 9県）

－ － （ 9県）
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以上のような 向 の 的に さ る （ ）

を ると、 の については 的な下 が め ないこと

年 で の は、 に いて している の を

した。 は 年 以 とな ている。

な 、 の きについては、 年 で の きについては、

に いて ることが る の を したものの、 に

の が さ たこと の きについては、 の きが

ることが る と下方 し、以 で で を

いた。

最 に、 一 の に対 る 分 の について、 年の （

）と （ ）に分けて る（ ）。年 は、 一 が

と下 した。このう 、 年 であ た 、 は

とな た。 （ ）、 が 、

、 が の とな た。

では 率も と とな ている。一方、

（ 計）は に した。 （ ）（

年 比）も に している。

年 は、 一 は と下 した。 の

が大きい。 率が 、 （ 計）が

の とな た。 は全国的にも の が い

であり、 率は にあるが、年 に ことが、

の とな た。 た、 の が しも の増加には つ

、年 の （ 計）は 。一方、 、 は年

いの とな た。全国的に した 世 の き

は、 の の下 し とな たと るが、

な も めた 国との つきが全国的に て い の 造 は 国 の

な に下 さ たと る。消費 は年 に なが も 向

となり、 消費 、 （ ）（ 年 比）は

、 と とな た。

て、 国 の な に下 さ た 県の は 年 引き き

を し、 る に していたと る。
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表 － － 調 （ 9県）の推
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7   米中貿易戦争の中期的な経済的帰結に関する試算は当財団「中部社研 経済レポート No.19」（http://www.criser.jp/bunnseki/

documents/19_report_beichuboueki_2018.10.18.pdf）を参照。
8  中国の PMI には、国家統計局の公表以外に、財新 /マークイットが共同調査により独自に公表しているものがある。

　 の と

1. 海外経済
ここでは、 年の の 向について、 に と 性の い 国と

国の 率、 向により る。 年の は大 税、歳 増に

た 国が を る一方で、 な を に世 の き

が増大し、 国 の が とな た。 国は 年 には の

に りつつあ たと るが、 年以 、 相 に 加 税

の引き上げが さ ると、 に の 合いを大きくしてい た 。 を

に の が を した には 国 の があ たと る。

一方、 国 の は 国、 国な 向け 割合が大きい の を

下 しし、 の方向性を下向きに さ た 性がある。

は 国と 国の 率を している。 年 は、

、 と 低めの 率であ たが、 には 、 と した。

の は 国が の い 率を る一方、 国は 年と比較して

した。 年 の 率は、 、 であ た。

は 国と 国の をあ 的な である

（ ） 造 と 国国家 計 造 担 （ ） の を して

 

 2 3  
 

2  の と  
1 .   

ここでは、 2 0 1 8 年の の 向について、 に と 性の い 国

と 国の 率、 向により る。 2 0 1 8 年の は大 税、歳

増に た 国が を る一方で、 な を に世 の

き が増大し、 国 の が とな た。 国は 2 0 1 7 年 には

の に りつつあ たと るが、 2 0 1 8 年以 、 相 に

加 税の引き上げが さ ると、 に の 合いを大きくしてい た 7 。

を に の が を した には 国 の があ たと

る。一方、 国 の は 国、 国な 向け 割合が大きい

の を下 しし、 の方向性を下向きに さ た 性がある。 
は 国と 国の 率を している。 2 0 1 8 年 は、

2 . 2 % 、6 . 1 % と 低めの 率であ たが、 には 4. 2 % 、7 . 0 % と し

た。 の は 国が 3. 0 % の い 率を る一方、 国は 2 0 1 7 年と比較して

した。 2 0 1 8 年 1 0 1 2 の 率は、 2 . 6 % % 、 6 . 1 % であ た。 
は 国と 国の をあ 的な である

（ I S M ） 造 と 国国家 計 造 担 （ P M I ）8の を し 
 

 

（ ） 合 国 分  
国国家 計 （た し、 比（ ）の年率 は 府 による） 

                                                      
7  の 的な 的 に る は   N o . 1 9
（ h t t p : / / w w w . c r i s e r . j p / b u n n s e k i / d o c u m e n t s / 1 9_ r e p o r t _ b e i c h u b o u e k i _ 2 0 1 8. 1 0 . 1 8. p d f ）を 。 
8 国の P M I には、国家 計 の 以 に、 が により に しているものがある。 

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12

2017 2018

国 国（ ）(％) (％)
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9   2019年 1 月分においてさらに「足踏み」から「下方への局面変化」に基調判断が下方改定された。詳細は内閣府ホームページ

（https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/di.html）を参照。

いる。 年は 国が となる を大きく上 る を した一方、 国は年

な下 となり、 には と を下 た。

府が している全国の 向 による が 年 分に いて

に下方 とな た一方で 、上 のと り が して

いる 県、 県、 県の 向 による （ ）は 年

に を した。 年 国な との つきが に ていると

は 、 は国 的な な も めた 国との つきが全国的

に て い と る。 年 は 国 が を したことが の を

下 し、 が さ たと る。 県も 年 の の は低い

ものではな たが、上 のと り が している 向 による

（ ）は 年 以 で 、 には 下方 の に下

方 した。こうした きは 年 年の 国 の 向と を一にして り、

国、 国な 向け 割合が大きい の に 国 の の が

と る。

と 出

に、 年に ける 相 と の の を る。 相 は、

年 に 向が り、対 で を大きく割り （

 

 2 4  
 

 

（ ） （ I S M ） 国国家 計  

 
ている。2 0 1 8 年は 国が となる 5 0 を大きく上 る を した一方、 国は年

な下 となり、 1 2 には 49. 4 と 5 0 を下 た。 
府が している全国の 向 による が 2 0 1 8 年 分に いて

に下方 とな た一方で 9、上 のと り が して

いる 県、 県、 県の 向 による （ ）は 2 0 1 8 年

に を した。 年 国な との つきが に ている

とは 、 は国 的な な も めた 国との つきが全国

的に て い と る。 2 0 1 8 年 は 国 が を したことが の

を下 し、 が さ たと る。 県も 2 0 1 8 年 の の

は低いものではな たが、上 のと り が している 向 による

（ ）は 2 0 1 7 年 1 0 以 1 0 で 、 には 下方 の

に下方 した。こうした きは 2 0 1 7 年 2 0 1 8 年の 国 の 向と を一

にして り、 国、 国な 向け 割合が大きい の に 国 の

の が と る。 
 
2 .  と 出 

 に、 2 0 1 8 年に ける 相 と の の を る。 相 は、

2 0 1 8 年 に 向が り、対 で 1 1 0 を大きく割り （

                                                      
9 2 0 1 9 年 分に いてさ に 下方 の に が下方 さ た。 は 府

（ h t t p s : / / w w w . e s r i . c a o . g o . j p / j p / s t a t / d i / d i . h t m l ）を 。 
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）。年 以 は、対 と、相対的な の を るための 合的な

である で対 的な を した。 な 、対 では

な 国 を に の 向となる一方、 では世

の き 国 の を反映して 向とな た。

以上のような よ 相 を に、 年の 県の は

こととなり、一方、 県の は を したものの年 に いを くこ

ととな た。 は、 年の大 税 県 よ 税 （

県、 県、 県、 県、 県）の （ 年 比）の を している。

は、 、 と 年 比で大きな であ たが、以 は、

県については となる も 、 （ ）、 （

）、 （ ）が とな た。 、 年の 県の

の 率は 年の大 な 率 した。 税 の 県の は

を したものの、年 に な を に 率

が 小し、 には 年 比 とな た。

 

 2 5   
 

）。年 以 は、対 と、相対的な の を るための 合的な

である で対 的な を した。 な 、対 では

な 国 を に の 向となる一方、 では世

の き 国 の を反映して 向とな た。 
 

 

（ ）  

 
以上のような よ 相 を に、 2 0 1 8 年の 県の は

こととなり、一方、 県の は を したものの年 に いを く

こととな た。 は、 2 0 1 8 年の大 税 県 よ 税

（ 県、 県、 県、 県、 県）の （ 年 比）の を し

ている。 は、 1 3. 8% 、 1 3. 7 % と 年 比で大きな であ たが、以

は、 県については となる も 、 （ 1 1 . 3% ）、

（ 6 . 1 % ）、 （ 4. 9% ）が とな た。 、 2 0 1 8 年の

県の の 率は 年の大 な 率 した。 税 の 県

の は を したものの、年 に な を

に 率が 小し、 1 2 には 年 比 2 . 3% とな た。 
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　 の

1.
ここでは、 の 向について る。 は、 年の 県

の を主 に している。 県の （ ）の きは、主と

して 、は よ の き

に い を受けている。 年 年 に けて、 県では世 的な

の 国 の を に が下 で し

は全 として した。一方、 は で を下 したと

る。 には が な を 、 全 も した。

、 県の （ ）の 年 年比 率は となり、

全国が と を したのと比較 ると、 の が し

と る。た し、 年の 県の 年比が と全国の

を大きく上 て ていたため、 の は低いものではな た。

は、 年の 県の を主 に している。 県

の （ ）の きは、主として の きに い を受けているこ

とが る。 年 には くの で 年 大きく下 した。

で を に上 したが、以 は こととな た。 に全国
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3  の  
1 .   
 ここでは、 の 向について る。 は、 2 0 1 8 年の

県の を主 に している。 県の （ ）の きは、主

として 、は よ の

きに い を受けている。2 0 1 7 年 2 0 1 8 年 に けて、 県では世 的な

の 国 の を に が下 で

し は全 として した。一方、 は で を下 したと

る。 1 0 には が な を 、 全 も

した。 、 県の （ ）の 2 0 1 8 年 年比 率は 1 . 0 %
となり、全国が 1 . 0 % と を したのと比較 ると、 の が

し と る。た し、 2 0 1 7 年の 県の 年比が 5 . 9% と全国の

3. 1 % を大きく上 て ていたため、 の は低いものではな た。 
 

 

（ ） の  

 
は、 2 0 1 8 年の 県の を主 に している。

県の （ ）の きは、主として の きに い を受けてい

ることが る。 2 0 1 8 年 には くの で 2 0 1 7 年 1 2 大きく下 した。

で を に上 したが、以 は こととな た。
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生 （ ）（10000.0） ・生 ・ （1645.0）

品・ イス （1527.3） 化 （1401.9）

（693.4）(2015=100) ※ （ ） イト

－３－ 3県の （ ）の
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的に が した には が低 した 。 、 県の （

）の 年 年比 率は となり、全国（ ）と 率

とな た。 年の 県の 年比 率は と全国の を大き

く上 て り、 も も が にあ たが、 年はこ を したと る。

は、 年の県 の （ ）である。 県は で上

した 。 、 とな た。 県は で下 で

した 、 した。 、 とな た。 県は いで した。

、 とな た。 県は で上 した 。 、

とな た。 県は に 年 大きく下 した 、 で上 し、

以 は 。 、 とな た。 県は に 年

大きく下 した は年をと して であ た。 、 とな た。 県

は に 年 大きく下 した 、 で上 し、以 は 。

、 とな た。 県は大きな を いつつ年をと して上 る

が た。 、 とな た。滋賀県は に 年 大きく

下 した 、 で上 し、以 は が 以 した。 、

とな た。

10   中部圏以外の各地で発生した自然災害の影響も国内のサプライチェーンをつうじて中部圏経済に影響を与えると考えられる。

例えば、関西以西を中心に直接的な被害が甚大であった「平成 30 年 7 月豪雨」が中部圏経済に与えた影響に関する試算は当財

団「中部社研 経済レポート No.16」（http://www.criser.jp/bunnseki/documents/16_report_2018.07gouu_2018.08.09.pdf）を参照。
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に全国的に が した には が低 した 1 0 。 、 県の

（ ）の 2 0 1 8 年 年比 率は 1 . 1 % となり、全国（ 1 . 0 % ）と

率とな た。 2 0 1 7 年の 県の 年比 率は 5 . 5 % と全国の

3. 1 % を大きく上 て り、 も も が にあ たが、 2 0 1 8 年はこ を

したと る。 
 

 

（ ） の 向（ ）  

 
は、 2 0 1 8 年の県 の （ ）である。 県は で上

した 。 1 0 4. 3、1 2 1 0 9. 2 とな た。 県は で下 で

した 、 した。 1 37 . 3、 1 2 1 45 . 5 とな た。 県は いで

した。 1 41 . 2 、 1 2 1 31 . 1 とな た。 県は で上 した 。

1 0 1 . 1 、1 2 1 0 2 . 9 とな た。 県は に 2 0 1 7 年 1 2 大きく下 した 、

で上 し、以 は 。 94. 7 、1 2 1 0 1 . 4 とな た。 県は に

2 0 1 7 年 1 2 大きく下 した は年をと して であ た。 90 . 6 、1 2 96 . 2
とな た。 県は に 2 0 1 7 年 1 2 大きく下 した 、 で上 し、以

は 。 1 0 5 . 1 、 1 2 1 0 9. 8 とな た。 県は大きな を いつつ年を

と して上 る が た。 1 37 . 4、 1 2 1 43. 3 とな た。滋賀県は に

2 0 1 7 年 1 2 大きく下 した 、 で上 し、以 は が 1 0 以

                                                      
1 0  以 の で した の も国 の をつう て に を ると

る。 、 以 を に 的な が 大であ た 平 30 年 が に た に

る は   N o . 1 6
（ h t t p : / / w w w . c r i s e r . j p / b u n n s e k i / d o c u m e n t s / 1 6 _ r e p o r t _ 2 0 1 8. 0 7 g o u u _ 2 0 1 8. 0 8. 0 9. p d f ）を 。 
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※ （ ） イト

－３－ 3県の （ ）の
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に、 に ける の 向を る。 年に ける の

は、 を なが も、年 は 国な の き を に下

しさ と る。

は が している （ ）の

計 を とめたものである。 県以 の全ての県に いて 、 年 計 は全

11  岐阜県、愛知県、三重県については県別に公表されていない。
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した。 1 0 2 . 9、1 2 1 0 9. 5 とな た。 
 

 

 

 

（ ） 県  県県  県 合政策  県  県  
県政策  県県  県  滋賀県県  

 

 
2 .   

 に、 に ける の 向を る。 2 0 1 8 年に ける の

は、 を なが も、年 は 国な の き を に下

しさ と る。 
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で 年 比 であ た。 年 の な を受けて、年をと して

が で したことは いない。 に、 の 賀

の が る で、 県と 県が とな ている。
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は が している （ ）の

計 を とめたものである。 県以 の全ての県に いて 1 1 、2 0 1 8 年 計 は

全 で 年 比 であ た。 2 0 1 7 年 の な を受けて、年をと し

て が で したことは いない。 に、 の

賀 の が る で、 県と 県が とな ている。 
 

 
（ ）  

（ 県）  
   県の  

県の  
府 滋賀県  

 

                                                      
1 1  県、 県、 県については県 に さ ていない。 

全    
       

2017年 28.0
53.3 7.3

2018年 2018/12 計 14.9
29.6 2.1

2017年 23.5
31.1 7.3

2018年 2018/12 計 97.4
128.6 47.6

2017年 64.2
75.5 10.3

2018年 2018/12 計 19.0
12.8 65.6

2017年 8.8
8.4 10.9

2018年 2018/12 計 11.1
14.3 3.6

2017年 2.8
3.2 2.3

2018年 2018/12 計 8.5
9.6 7.2

2017年 3.4
4.2 1.5

2018年 2018/12 計 9.8
7.7 15.3

2017年 23.2
26.0 13.9

2018年 2018/12 計 23.4
24.7 18.7

県（ 行 支 ）

県 県 県（ 行 支 ）

滋賀県 （ 行 支 ）

県（ 行金 支 ）

県（ 行金 支 ）

県（ 行金 支 ）

長 県（ 行 支 ）

表 －３－ 調査（ ）の 計 （ 年 ）
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12  富山県と三重県については投資財出荷指数の公表がないため、投資財生産指数を用いている。石川県は財別の数値について毎

に、 は と が している 計

の （ ）の を とめたものである。 に

いては、 年 は と 年 比で に とな たものの、

は 、 は と を 大さ ること

とな た。 には 造 で 、 造 で 、全

で とな た。 の 計 とは に 年 比で が く、

し も年 に が 大している。

も、 こ と 年 比で大きな とな た

ものの、年 は 造 で 、 は 、 には

造 で 年 比 、 造 で 年 比 、全 で

年 比 とな た。

は 年の 受 と県 の

の を している 。 受 は、 年 に大きく増加し 年は
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に、 は と が している 計

の （ ）の を とめたものである。 に

いては、 2 0 1 8 年 は 2 . 1 % と 年 比で に とな たもの

の、 は 9. 7 % 、 は 1 1 . 6 % と を 大さ

ることとな た。 1 0 1 2 には 造 で 2 8. 3% 、 造 で 5 . 2 % 、

全 で 1 3. 1 % とな た。 の 計 とは に 年 比で

が く、し も年 に が 大している。 
も、 こ 2 9. 2 % と 年 比で大きな とな

たものの、年 は 造 で 、 は 1 . 0 % 、 1 0 1 2
には 造 で 年 比 2 1 . 2 % 、 造 で 年 比 5 . 9% 、全

で 年 比 8. 3% とな た。 
 

表 －３－ 統計調査の （ ）（ 年 ）

 

（ ） 計 （ 分） 

計 （ 分） 

 
は 2 0 1 8 年の 受 と県 の

の を している 1 2 。 受 は、2 0 1 7 年 に大きく増加し 2 0 1 8 年は

                                                      
1 2  県と 県については の がないため、 を いている。 県は の に

全    
       

2017年10-12 10.1
44.4 14.3

2018年1-3 2.1
24.1 8.9

2018年4-6 9.7
18.8 0.1

2018年7-9 11.6
9.0 24.2

2018年10-12 13.1
28.3 5.2

2017年10-12 0.2
0.9 0.6

2018年1-3 0.5
14.8 15.1

2018年4-6 29.2
44.2 10.2

2018年7-9 1.0
10.3 10.2

2018年10-12 8.3
21.2 5.9

県 県 県（ ）

県 県 県 県（ ）
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月の公表がない。

で したものの、 年の を に以 は下 とな た。 国な

の き を に は 受 が り め、 の 国 受 も

。 に 受 が 、 には であ たが、 には、

で 少した。県 の も の が大きいものの、 県

県とい た を いて て年 は ことが できる。
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で したものの、 2 0 1 8 年の を に以 は下 とな た。 国な

の き を に は 受 が り め、 の 国 受

も 。 に 受 が 442 、 には 5 1 7 であ たが、 1 2  
 

 

 

 

（ ） 受  
   県  県 合政策  県  県  

県政策  県県  県  滋賀県県  

                                                                                                                                                            
ついて の がない。 
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年の に いては、 が年 、 る家計の も

低 となるな で、 では 県以 で が 年 比 を

した。 は県 の （ 年 比）の を している。 くの

県で大きな は 、 年 比が を る 、 県では に 年

比 をつけると、以 も を 大し、 には とな

た。県 の 方 に 一 が るな が にあ たと

る。
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　 の家計

1.消費

ここでは、 の家計 向について る。 年に ける の家計消費は、

に年 に なが も 向にあ たと る。

は、 年の 県の県 の （ 年 比）

である。 県を き年 は 年 比で となる県が たが、年 は

し、 県、 県、 県な 年 比で が くなる県が た。

県は年 には 年 比 が いたが、 以 は で と

な た。 、 とな た。 県は年 に して

となることが くな た。 、 とな た。

県は 年 比で と と き した。 、

とな た。 県は年 には が いたが、年 は した。

、 とな た。 県も年 には が いたが、年

して になることもあ た。 、

とな た。 県も年 には が いたが、年 して になるこ

ともあ た。 、 とな た。 県は年をと して比

較的 に した。 に年 は を いて 年 比 を した。

、 とな た。 県は年 に して となるこ

とが くな た。 、 とな た。滋賀県は年をと し

て低 し、 と を いて で した。 、

とな た。

以上の は家計の消費 向を るう で 的な であ

るが、消費を るものと る。こ に対して、 府が している

消費 合 は を めた 、 の 消費 向を る 合的な

である。 は 年の 消費 合 の を している 。 県

では、 くの県で に けて若 低 るな 少の を いなが

い 上向きで したことが できる。

一 に、 の が の増加と 上 に き家計消費が増加 る で

には があると るが、ここ 年全国的に ても の は

で の 合いが し た。 年の に いて にではあ

るが家計消費の増加にいたる が しつつある 性は できない。一方で、

13  ただし、都道府県別は参考値である。
14   2018年の 7 月と 8 月は記録的な猛暑となったため、飲料やエアコン、冷蔵庫といった家電の販売が好調となり、消費全体を押し上

げることを期待する声があったが、当財団の試算によれば、猛暑の消費支出全体への影響は大きいとは言えない。詳細は当財

団「中部社研 経済レポート No.18」（http://criser.jp/bunnseki/documents/18_report_2018.07and08mousho_2018.09.13.pdf）を参照。
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15 第 3 章では2019年10月の消費税率引上げによる全国および中部圏の家計の増加負担分と、政府の増税対策による家計への還元

分を試算した当財団「中部社研 経済レポート No.21」（http://www.criser.jp/bunnseki/documents/21_report_shohizeihikiage_

zenkoku.pdf（全国））を掲載した。

年 の き を に国 よ でも

が りつつあることに加 、 年 には消費税率の引き上げが さ て り

、 の 向を る上では、家計の消費 向には一 が る。
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が りつつあることに加 、2 0 1 9 年 1 0 には消費税率の引き上げが さ て

り 1 5 、 の 向を る上では、家計の消費 向には一 が る。 
 

 

 

 

（ ） 計  

 

                                                      
1 5  3 では 2 0 1 9 年 1 0 の消費税率引上げによる全国 よ の家計の増加負担分と、政府の増税対策による家

計 の還元分を した   N o . 2 1
（ h t t p : / / w w w . c r i s e r . j p / b u n n s e k i / d o c u m e n t s / 2 1 _ r e p o r t _ s h o h i z e i h i k i a g e _ z e n k o k u . p d f （全国））を した。 
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に、 の の を る。 については、全国的に、

な 家を に いてきた増 が 年 に したが、 年には

の くの県に いて低 なが も下げ たと る。

は県 の 計（ ）（ 年 比）の を している。

は に いて 年 比 となる県が であ たが、 以 は
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（ ） 府 合 （ R D E I ）  

 
2 .   

に、 の の を る。 については、全国的に、

な 家を に いてきた増 が 2 0 1 7 年 に したが、2 0 1 8 年には

の くの県に いて低 なが も下げ たと る。 
は県 の 計（ ）（ 年 比）の を している。

は に いて 年 比 となる県が であ たが、 以 は
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県 県な が な下げ りを た。 県と 県は が

年 比で 、 、以 も で低 な とな た。た

し、 には 、 とな た。 県は が

、以 も で が いたが 以 は となり な下げ

りを た。た し、 には とな た。 県は 年 比で

と と き し低 なが も下げ たと る。 、

とな た。 県は が 、以 も で低 な

とな た。た し、 には とな た。 県は

であ たが、 と は とな た。以 は低 なが も下げ たと

る。 は とな た。 県は が 、 と は

とな たが、以 は となり な下げ りを た。 には

とな た。 県も 以 に低 なが も下げ たと る。

、 とな た。滋賀県も である。

、 とな た。

で （ 家）の を ると、 の

はあるものの、 家について 年は いで したことが できる。



― ―
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16  労働力調査の都道府県別結果はモデル推計による参考値である。また、季節調整値ではない。

　 の

1. 労働
ここでは、 の 向について る。 年の は引き き全国的に

ても の 合いが い であ た。

は 年の県 の 率の を している。 くの県で

を し全国（ 年 ）を上 る で していたことが できるが、

年 に 県も い。県 では、 県は 、 、

県は 、 、 県は 、 、 県は 、

、 県は 、 、 県は 、 、

県は 、 、 県は 、 、滋賀県は 、

であり、滋賀県を く 県で の 率は全国を ていた。

は 年の県 の の を している。年をと して と

の県で い 増加した。ここでも、 に いて を したことが

できる。

た、 の県 の 全 率に いても 、全ての県が全国の 年平均

である を下 る で していたことが る。 県と滋賀県を く県では、

年をと して で した。

という ると、年の に けて 県が た。

は県 の の を している。 県は 、

、 県は 、 、 県は 、

、 県は 、 、 県は 、

、 県は 、 、 県は 、 、

県は 、 、滋賀県は 、 であ た。

に いては、 の が しも の大 な増加には つ な

たことが できる。 た、 県 県な 一 の県で が

を ている 性がある。
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　全国 よ の 年 の

で た世 は 年も引き き に大きな を る

と る。 た、 年に いては で る消費税率引上げと政府による増税

対策の にも が るとこ である。

では、こうした世 向 消費税増税の を したう で、全国 よ

の 年 の しについて分 した 。 年 の は

な の 向が世 に る よ 消費税増税の が さ

るものの、負担 策による し上げ もあり な が くと る 。

では、 年 （ ） よ 年 （ し）の全国の し

について、 では く 県の しについて分 している。

17  本章は当財団「中部社研　経済見通し」（http://www.criser.jp/bunnseki/keizai_mitoshi.html）を掲載したものである。
18   本章の見通しは2018年12月時点の経済情勢を織り込んで分析したものであり、例えば、英国の欧州連合（EU）離脱をめぐる「合

意なき離脱」の可能性の一段の高まりといった、以降の情勢変化を織り込んでいない点に注意されたい。
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1  全国の に  

最新の経済情勢（2018年 12月 14日時点）を織り込み、マクロ計量モデル等を用いて、2018年度、2019
年度の全国の経済見通しについて分析を行ったので報告する。 

2018年度 

経済は、消費の着実な拡大と設備投資の堅調な推移を背景に、緩やかな回復が続き、前年度
比+1.0％ 

前回経済見通し（2018年 10月 4日公表 年央改定）との比較では、2018年度 次 正 算 が前
回 定以上の となることを受けて公需を上方修正した一方、四半期別 GDP速報（内閣府、2018年 12
月 10日公表、2018年 7-9月期 2次速報値）の結果、民間企業設備、 出が前回 定以上に減 したこと
などを受けて、成長率を-0.2ポイント下方修正した。 

企業部門では、世界経済が堅調に推移する中で企業業績が改善することを受けて、また、人手不足に伴う
自動化や省力化などもあり、設備投資が着実に増加する。 

家計部門では、雇用・所得環境が緩やかに改善し、個人消費も着実に増加する。一方で、2017年中に減
に た住宅投資は引き続き低迷する。 

その結果、全国の実質経済成長率は、前年度比+1.0％と４年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の寄
与度を見ると、民間最終消費支出、民間企業設備、公需がそれぞれ+0.5%ポイント、+0.4%ポイント、+0.2%
ポイントと、民間需要、公需ともに成長に寄与する。 

2019年度 

経済は、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済に与える影響および 2019 年 10 月の
消費税増税の影響が懸念されるものの、負担軽減策による押し上げ効果もあり緩やかな回復は続
き、前年度比+0.9％ 

前回経済見通し（2018年 10月 4日公表 年央試算）との比較では、以降に発表された消費税増税の負担
軽減策による押し上げ効果などを反映して、成長率を＋0.3ポイント上方修正した。 

企業部門では、引き続き人手不足に伴う自動化や省力化等の設備投資に対する需要は大きいものの、世界
経済の成長率が 2018 年度より減速すること、消費税増税の影響により国内経済の回復の勢いも鈍ること
などを背景に、設備投資の増加の勢いは鈍ることが見込まれる。 

家計部門では、2019 年 10 月の消費税増税の影響により、民間消費は減速するものの、負担軽減策により
押し上げ効果もあり緩やかに増加することが見込まれる。住宅投資は下げ止まることが見込まれる。 

その結果、全国の実質経済成長率は、前年度比+0.9％と５年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の寄
与度を見ると、民間最終消費支出、民間企業設備、公需がそれぞれ+0.4%ポイント、+0.2%ポイント、+0.3%
ポイントと、2018年度と比べると減速するものの、引き続き民間需要、公需ともに成長に寄与する。 

 

なお、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済に与える影響および 2019年 10月の消費税増税の影響
が懸念材料として挙げられる。 
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計 表                 表 の「 」 2018 年 10 4 表の  

 

 

（ ） の の に もので る  

（ ） 消費 の  

（ ３） 出 を 出（ ） の  

（ ） の で 計 と る  

 

 

GDP（ ） に の を る  

 2018年  

 

2019年  

     

GDP（ ）の

率（ ） 
3.6 3.5 3.5 3.4 

 75.8 75.4 76.3 75.6 

 /  110.6 111.8 111.1 113.4 

/ 元 16.5 16.5 16.2 16.4 

（ / ）

 

75.3 72.0 76.7 65.2 

（ ） GDP（ を ）の 率 国 の を に 出  

（ ） 元 対 と る全 の との を で も

の に 元の で と  

（ ３） 元の と国 の をもとに 出  

 

国 の 策 の 策 るものと る  

 全国（ 2011年 ） 
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（ ） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

      

国 総  1.9 1.2 1.0 0.6 0.9 
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2  の に  

（ 県） 

最新の経済情勢（2018年 12月 14日時点）を織り込み、マクロ計量モデル等を用いて、2018年度、2019
年度の 県の経済見通しについて分析を行ったので報告する。 

2018年度 

県経済は、消費の着実な拡大と設備投資の堅調な推移を背景に、緩やかな回復が続き、前年
度比+1.0％ 

前回経済見通し（2018年 10月 5日公表 年央改定）との比較では、相次ぐ自然災害などを背景に全国の
四半期別 GDP 速報（内閣府、2018 年 12 月 10 日公表、2018 年 7-9 月期 2 次速報値）が大幅に落ち込ん
だことを受けて、 県の民間企業設備を大幅に下方修正し、成長率を-0.4ポイント下方修正した。 

企業部門では、世界経済が堅調に推移する中で企業業績が改善することを受けて、また、人手不足に伴う
自動化や省力化などもあり、設備投資が着実に増加する。 

家計部門では、雇用・所得環境が緩やかに改善し、個人消費も着実に増加する。一方で、2017年中に減
に た住宅投資は引き続き低迷する。 

その結果、 県の実質経済成長率は、前年度比+1.0％と４年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、民間企業設備がそれぞれ+0.5%ポイント、+0.3%ポイント、 需等が
+0.3％ポイントと、民間需要、 需が成長に寄与する。 

2019年度 

県経済は、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響およ
び 2019 年 10 月の消費税増税の影響が懸念されるものの、政府による負担軽減策による押し上
げ効果もあり緩やかな回復は続き、前年度比+0.6％ 

前回経済見通し（2018年 10月 5日公表 年央試算）との比較では、以降に発表された政府の消費税増税
負担軽減策による押し上げ効果などを反映して、成長率を＋0.2ポイント上方修正した。 

企業部門では、引き続き人手不足に伴う自動化や省力化等の設備投資に対する需要は大きいものの、世界
経済の成長率が 2018 年度より減速すること、消費税増税の影響により国内経済の回復の勢いも鈍ること
などを背景に、設備投資は減速しほぼ横ばいとなることが見込まれる。 

家計部門では、2019 年 10 月の消費税増税の影響により、民間消費は減速するものの、負担軽減策により
押し上げ効果もあり緩やかに増加することが見込まれる。住宅投資は下げ止まることが見込まれる。 

その結果、 県の実質経済成長率は、前年度比+0.6％と５年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、公需がそれぞれ+0.3%ポイント、+0.2ポイントと、2018年度と比べ
ると減速するものの、民間需要、公需が成長に寄与する。 

 

なお、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響および 2019年 10月の
消費税増税の影響が懸念材料として挙げられる。 
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計 表                 表 の「 」 2018 年 10 5 表の  
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 75.8 75.4 76.3 75.6 
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（ 県） 

最新の経済情勢（2018年 12月 14日時点）を織り込み、マクロ計量モデル等を用いて、2018年度、2019
年度の 県の経済見通しについて分析を行ったので報告する。 

2018年度 

県経済は、消費の着実な拡大と設備投資の堅調な推移を背景に、緩やかな回復が続き、前年
度比+1.3％ 

前回経済見通し（2018年 10月 5日公表 年央改定）との比較では、相次ぐ自然災害などを背景に全国の
四半期別 GDP 速報（内閣府、2018 年 12 月 10 日公表、2018 年 7-9 月期 2 次速報値）が大幅に落ち込ん
だことを受けて、 県の民間企業設備を大幅に下方修正し、成長率を-0.5ポイント下方修正した。 

企業部門では、世界経済が堅調に推移する中で企業業績が改善することを受けて、また、人手不足に伴う
自動化や省力化などもあり、設備投資が着実に増加する。 

家計部門では、雇用・所得環境が緩やかに改善し、個人消費も着実に増加する。一方で、2017年中に減速
した住宅投資は引き続き低迷する。 

新 の ・ 賀間の 設が する中で、公 投資が増加する。 

その結果、 県の実質経済成長率は、前年度比+1.3％と 年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、民間企業設備、公需がそれぞれ+0.4%ポイント、+0.2%ポイント、
+0.6%ポイント、 需等が+0.2％ポイントと、民間需要、公需、 需が成長に寄与する。 

2019年度 

県経済は、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響およ
び 2019 年 10 月の消費税増税の影響が懸念されるものの、政府による負担軽減策による押し上
げ効果もあり緩やかな回復は続き、前年度比+0.9％ 

前回経済見通し（2018年 10月 5日公表 年央試算）との比較では、以降に発表された政府の消費税増税
負担軽減策による押し上げ効果などを反映して、成長率を＋0.4ポイント上方修正した。 

企業部門では、引き続き人手不足に伴う自動化や省力化等の設備投資に対する需要は大きいものの、世界
経済の成長率が 2018 年度より減速すること、消費税増税の影響により国内経済の回復の勢いも鈍ること
などを背景に、設備投資は減速しほぼ横ばいとなることが見込まれる。 

家計部門では、2019 年 10 月の消費税増税の影響により、民間消費は減速するものの、負担軽減策により
押し上げ効果もあり緩やかに増加することが見込まれる。住宅投資は下げ止まることが見込まれる。 

引き続き、 新 の ・ 賀間の 設が する中で、公 投資が増加する。 

その結果、 県の実質経済成長率は、前年度比+0.9％と 10年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、公需がそれぞれ+0.2%ポイント、+0.6%ポイントと、2018 年度と比
べると減速するものの、民間需要、公需が成長に寄与する。 

なお、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響および 2019年 10月の
消費税増税の影響が懸念材料として挙げられる。 
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計 表                 表 の「 」 2018 年 10 5 表の  
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（ ） 出 を 出（ ） の  

（ ３） の で 計 と る  

 

 

GDP（ ） に の を る  

 2018年  

 

2019年  

     

GDP（ ）の

率（ ） 
3.6 3.5 3.5 3.4 

 75.8 75.4 76.3 75.6 

 /  110.6 111.8 111.1 113.4 

/ 元 16.5 16.5 16.2 16.4 

（ / ）

 

75.3 72.0 76.7 65.2 

（ ） GDP（ を ）の 率 国 の を に 出  

（ ） 元 対 と る全 の との を で も

の に 元の で と  

（ ３） 元の と国 の をもとに 出  

 

国 の 策 の 策 るものと る  

 

 県（ 2011年 ） 全国（ 所推計） 

 2017年  

（ 推計） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

        

国 総  2.0 1.8 1.3 0.5 0.9 1.0 0.9 

  

  

  

  

  

  

（ 率（ ） ） 

消費 

出 

0.7 

(0.4) 

0.7 

(0.4) 

0.7 

(0.4) 

0.4 

(0.2) 

0.4 

(0.2) 

1.0 

(0.5) 

0.7 

(0.4) 

 
0.1 

(0.0) 

-4.2 

(-0.1) 

-4.1 

(-0.1) 

0.2 

(0.0) 

1.0 

(0.0) 

-5.3 

(-0.2) 

0.7 

(0.0) 

 
2.9 

(0.5) 

4.5 

(0.7) 

1.3 

(0.2) 

0.1 

(0.0) 

0.0 

(0.0) 

2.4 

(0.4) 

1.2 

(0.2) 

 (0.6) (0.6) (0.6) (0.3) (0.6) (0.2) (0.3) 

 (0.5) (0.3) (0.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 



― ―
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（ 県） 

最新の経済情勢（2018年 12月 14日時点）を織り込み、マクロ計量モデル等を用いて、2018年度、2019
年度の 県の経済見通しについて分析を行ったので報告する。 

2018年度 

県経済は、消費の着実な拡大と設備投資の堅調な推移を背景に、緩やかな回復が続き、前年
度比+2.2％ 

前回経済見通し（2018年 10月 5日公表 年央改定）との比較では、相次ぐ自然災害などを背景に全国の
四半期別 GDP 速報（内閣府、2018 年 12 月 10 日公表、2018 年 7-9 月期 2 次速報値）が大幅に落ち込ん
だことを受けて、 県の民間企業設備を下方修正し、成長率を-0.2ポイント下方修正した。 

企業部門では、世界経済が堅調に推移する中で企業業績が改善することを受けて、また、人手不足に伴う
自動化や省力化などもあり、設備投資が着実に増加する。 

家計部門では、雇用・所得環境が緩やかに改善し、個人消費も着実に増加する。一方で、2017年中に減
に た住宅投資は引き続き低迷する。 

新 の ・ 賀間の 設が する中で、公 投資が増加する。 

その結果、 県の実質経済成長率は、前年度比+2.2％と４年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、民間企業設備、公需がそれぞれ+0.6%ポイント、+0.6%ポイント、
+1.1%ポイントと、民間需要、公需が成長に寄与する。 

2019年度 

県経済は、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響およ
び 2019 年 10 月の消費税増税の影響が懸念されるものの、政府による負担軽減策による押し上
げ効果もあり緩やかな回復は続き、前年度比+1.9％ 

前回経済見通し（2018年 10月 5日公表 年央試算）との比較では、以降に発表された政府の消費税増税
負担軽減策による押し上げ効果などを反映して、成長率を＋0.4ポイント上方修正した。 

企業部門では、引き続き人手不足に伴う自動化や省力化等の設備投資に対する需要は大きいものの、世界
経済の成長率が 2018 年度より減速すること、消費税増税の影響により国内経済の回復の勢いも鈍ること
などを背景に、設備投資の増加の勢いは かに鈍ることが見込まれる。 

家計部門では、2019 年 10 月の消費税増税の影響により、民間消費は減速するものの、負担軽減策により
押し上げ効果もあり緩やかに増加することが見込まれる。住宅投資は下げ止まることが見込まれる。 

引き続き、 新 の ・ 賀間の 設が する中で、公 投資が増加する。 

その結果、 県の実質経済成長率は、前年度比+1.9％と５年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、民間企業設備、公需がそれぞれ+0.3%ポイント、+0.5%ポイント、
+1.0%ポイントと、2018年度と比べると減速するものの、民間需要、公需が成長に寄与する。 

なお、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響および 2019年 10月の
消費税増税の影響が懸念材料として挙げられる。 



― ―
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計 表                 表 の「 」 2018 年 10 5 表の  

 

 

（ ） 消費 の  

（ ） 出 を 出（ ） の  

（ ３） の で 計 と る  

 

 

GDP（ ） に の を る  

 2018年  

 

2019年  

     

GDP（ ）の

率（ ） 
3.6 3.5 3.5 3.4 

 75.8 75.4 76.3 75.6 

 /  110.6 111.8 111.1 113.4 

/ 元 16.5 16.5 16.2 16.4 

（ / ）

 

75.3 72.0 76.7 65.2 

（ ） GDP（ を ）の 率 国 の を に 出  

（ ） 元 対 と る全 の との を で も

の に 元の で と  

（ ３） 元の と国 の をもとに 出  

 

国 の 策 の 策 るものと る  

 

 県（ 2011年 ） 全国（ 所推計） 

 2017年  

（ 推計） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

        

国 総  1.9 2.4 2.2 1.5 1.9 1.0 0.9 

  

  

  

  

  

  

（ 率（ ） ） 

消費 

出 

0.5 

(0.3) 

1.0 

(0.6) 

1.0 

(0.6) 

0.5 

(0.3) 

0.6 

(0.3) 

1.0 

(0.5) 

0.7 

(0.4) 

 
-0.9 

(0.0) 

-2.6 

(-0.1) 

-2.6 

(-0.1) 

1.1 

(0.0) 

3.4 

(0.1) 

-5.3 

(-0.2) 

0.7 

(0.0) 

 
5.6 

(0.8) 

5.3 

(0.8) 

3.6 

(0.6) 

2.9 

(0.5) 

2.9 

(0.5) 

2.4 

(0.4) 

1.2 

(0.2) 

 (1.0) (1.1) (1.1) (0.7) (1.0) (0.2) (0.3) 

 (-0.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 



― ―
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（ 県） 

最新の経済情勢（2018年 12月 14日時点）を織り込み、マクロ計量モデル等を用いて、2018年度、2019
年度の長 県の経済見通しについて分析を行ったので報告する。 

2018年度 

県経済は、消費の着実な拡大と設備投資の堅調な推移を背景に、緩やかな回復が続き、前年
度比+0.6％ 

前回経済見通し（2018年 10月 5日公表 年央改定）との比較では、相次ぐ自然災害などを背景に全国の
四半期別 GDP 速報（内閣府、2018 年 12 月 10 日公表、2018 年 7-9 月期 2 次速報値）が大幅に落ち込ん
だことを受けて、長 県の民間企業設備などを下方修正し、成長率を-0.5ポイント下方修正した。 

企業部門では、世界経済および国内経済が堅調に推移する中で企業業績が改善することを受けて、また、
人手不足に伴う自動化や省力化などもあり、設備投資が着実に増加する。 

家計部門では、雇用・所得環境が緩やかに改善し、個人消費も着実に増加する。一方で、2017年中に減速
した住宅投資は引き続き低迷する。 

その結果、長 県の実質経済成長率は、前年度比+0.6％と 年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、民間企業設備がそれぞれ+0.6%ポイント、+0.3%ポイントと、民間需
要が成長に寄与する。 

2019年度 

県経済は、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響およ
び 2019 年 10 月の消費税増税の影響が懸念されるものの、政府による負担軽減策による押し上
げ効果もあり緩やかな回復は続き、前年度比+0.7％ 

前回経済見通し（2018年 10月 5日公表 年央試算）との比較では、以降に発表された政府の消費税増税
負担軽減策による押し上げ効果などを反映して、成長率を＋0.3ポイント上方修正した。 

企業部門では、引き続き人手不足に伴う自動化や省力化等の設備投資に対する需要は大きいものの、世界
経済の成長率が 2018 年度より減速すること、消費税増税の影響により国内経済の回復の勢いも鈍ること
などを背景に、設備投資の増加の勢いは鈍ることが見込まれる。 

家計部門では、2019 年 10 月の消費税増税の影響により、民間消費は減速するものの、負担軽減策により
押し上げ効果もあり緩やかに増加することが見込まれる。住宅投資は下げ止まることが見込まれる。 

その結果、長 県の実質経済成長率は、前年度比+0.7％と 年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、民間企業設備、公需がそれぞれ+0.3%ポイント、+0.1%ポイント、
+0.1%ポイントと、民間需要、公需が成長に寄与する。 

 

なお、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響および 2019年 10月の
消費税増税の影響が懸念材料として挙げられる。 

 

 



― ―
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計 表                 表 の「 」 2018 年 10 5 表の  

 

 

（ ） 消費 の  

（ ） 出 を 出（ ） の  

（ ３） の で 計 と る  

 

 

GDP（ ） に の を る  

 2018年  

 

2019年  

     

GDP（ ）の

率（ ） 
3.6 3.5 3.5 3.4 

 75.8 75.4 76.3 75.6 

 /  110.6 111.8 111.1 113.4 

/ 元 16.5 16.5 16.2 16.4 

（ / ）

 

75.3 72.0 76.7 65.2 

（ ） GDP（ を ）の 率 国 の を に 出  

（ ） 元 対 と る全 の との を で も

の に 元の で と  

（ ３） 元の と国 の をもとに 出  

 

国 の 策 の 策 るものと る  

 

 県（ 2011年 ） 全国（ 所推計） 

 2017年  

（ 推計） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

        

国 総  1.3 1.1 0.6 0.4 0.7 1.0 0.9 

  

  

  

  

  

  

（ 率（ ） ） 

消費 

出 

1.1 

(0.6) 

1.0 

(0.6) 

1.0 

(0.6) 

0.6 

(0.3) 

0.6 

(0.3) 

1.0 

(0.5) 

0.7 

(0.4) 

 
0.1 

(0.0) 

-4.1 

(-0.1) 

-4.0 

(-0.1) 

0.2 

(0.0) 

1.8 

(0.1) 

-5.3 

(-0.2) 

0.7 

(0.0) 

 
3.9 

(0.5) 

4.9 

(0.6) 

2.1 

(0.3) 

0.8 

(0.1) 

0.7 

(0.1) 

2.4 

(0.4) 

1.2 

(0.2) 

 (-0.3) (-0.2) (-0.2) (-0.1) (0.1) (0.2) (0.3) 

 (0.5) (0.3) (0.1) (0.1) (0.1) (0.0) (0.0) 



― ―
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（ 県） 

最新の経済情勢（2018年 12月 14日時点）を織り込み、マクロ計量モデル等を用いて、2018年度、2019
年度の 県の経済見通しについて分析を行ったので報告する。 

2018年度 

県経済は、消費の着実な拡大と設備投資の堅調な推移を背景に、緩やかな回復が続き、前年
度比+1.0％ 

前回経済見通し（2018年 10月 5日公表 年央改定）との比較では、相次ぐ自然災害などを背景に全国の
四半期別 GDP 速報（内閣府、2018 年 12 月 10 日公表、2018 年 7-9 月期 2 次速報値）が大幅に落ち込ん
だことを受けて、 県の民間企業設備を下方修正し、成長率を-0.1ポイント下方修正した。 

企業部門では、世界経済および国内経済が堅調に推移する中で企業業績が改善することを受けて、また、
人手不足に伴う自動化や省力化などもあり、設備投資が着実に増加する。 

家計部門では、雇用・所得環境が緩やかに改善し、個人消費も着実に増加する。一方で、2017年中に減速
した住宅投資は引き続き低迷する。 

その結果、 県の実質経済成長率は、前年度比+1.0％と５年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、民間企業設備、公需がそれぞれ+0.5%ポイント、+0.1%ポイント、
+0.3％ポイントと、民間需要、公需が成長に寄与する。 

2019年度 

県経済は、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響およ
び 2019 年 10 月の消費税増税の影響が懸念されるものの、政府による負担軽減策による押し上
げ効果もあり緩やかな回復は続き、前年度比+0.5％ 

前回経済見通し（2018年 10月 5日公表 年央試算）との比較では、以降に発表された政府の消費税増税
負担軽減策による押し上げ効果などを反映して、成長率を＋0.3ポイント上方修正した。 

企業部門では、引き続き人手不足に伴う自動化や省力化等の設備投資に対する需要は大きいものの、世界
経済の成長率が 2018 年度より減速すること、消費税増税の影響により国内経済の回復の勢いも鈍ること
などを背景に、設備投資は減速しほぼ横ばいとなることが見込まれる。 

家計部門では、2019 年 10 月の消費税増税の影響により、民間消費は減速するものの、負担軽減策により
押し上げ効果もあり緩やかに増加することが見込まれる。住宅投資は下げ止まることが見込まれる。 

その結果、 県の実質経済成長率は、前年度比+0.5％と 年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、公需がそれぞれ+0.3%ポイント、+0.4%ポイントと、2018 年度と比
べると減速するものの、民間需要、公需が成長に寄与する。 

 

なお、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響および 2019年 10月の
消費税増税の影響が懸念材料として挙げられる。 

 

 



― ―
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計 表                表 の「 」 2018 年 10 5 表の  

 

 

（ ） 消費 の  

（ ） 出 を 出（ ） の  

（ ３） の で 計 と る  

 

 

GDP（ ） に の を る  

 2018年  

 

2019年  

     

GDP（ ）の

率（ ） 
3.6 3.5 3.5 3.4 

 75.8 75.4 76.3 75.6 

 /  110.6 111.8 111.1 113.4 

/ 元 16.5 16.5 16.2 16.4 

（ / ）

 

75.3 72.0 76.7 65.2 

（ ） GDP（ を ）の 率 国 の を に 出  

（ ） 元 対 と る全 の との を で も

の に 元の で と  

（ ３） 元の と国 の をもとに 出  

 

国 の 策 の 策 るものと る  

 

 県（ 2011年 ） 全国（ 所推計） 

 2017年  

（ 推計） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

        

国 総  1.6 1.1 1.0 0.2 0.5 1.0 0.9 

  

  

  

  

  

  

（ 率（ ） ） 

消費 

出 

1.2 

(0.7) 

0.9 

(0.5) 

0.9 

(0.5) 

0.4 

(0.3) 

0.5 

(0.3) 

1.0 

(0.5) 

0.7 

(0.4) 

 
0.1 

(0.0) 

-4.2 

(-0.1) 

-4.1 

(-0.1) 

-0.2 

(0.0) 

0.1 

(0.0) 

-5.3 

(-0.2) 

0.7 

(0.0) 

 
3.4 

(0.4) 

1.3 

(0.2) 

0.8 

(0.1) 

0.0 

(0.0) 

0.0 

(0.0) 

2.4 

(0.4) 

1.2 

(0.2) 

 (0.2) (0.3) (0.3) (0.1) (0.4) (0.2) (0.3) 

 (0.2) (0.2) (0.2) (-0.2) (-0.2) (0.0) (0.0) 



― ―
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（ 県） 

最新の経済情勢（2018年 12月 14日時点）を織り込み、マクロ計量モデル等を用いて、2018年度、2019
年度の 県の経済見通しについて分析を行ったので報告する。 

2018年度 

県経済は、消費の着実な拡大と設備投資の堅調な推移を背景に、緩やかな回復が続き、前年
度比+1.0％ 

前回経済見通し（2018年 10月 5日公表 年央改定）との比較では、相次ぐ自然災害などを背景に全国の
四半期別 GDP 速報（内閣府、2018 年 12 月 10 日公表、2018 年 7-9 月期 2 次速報値）が大幅に落ち込ん
だことを受けて、 県の民間企業設備などを下方修正し、成長率を-0.3ポイント下方修正した。 

企業部門では、世界経済が堅調に推移する中で企業業績が改善することを受けて、また、人手不足に伴う
自動化や省力化などもあり、設備投資が着実に増加する。 

家計部門では、雇用・所得環境が緩やかに改善し、個人消費も着実に増加する。一方で、2017年中に減
に た住宅投資は引き続き低迷する。 

その結果、 県の実質経済成長率は、前年度比+1.0％と４年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、民間企業設備がそれぞれ+0.7%ポイント、+0.3%ポイント、 需等が
+0.2％ポイントと、民間需要、 需が成長に寄与する。 

2019年度 

県経済は、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響およ
び 2019 年 10 月の消費税増税の影響が懸念されるものの、政府による負担軽減策による押し上
げ効果もあり緩やかな回復は続き、前年度比+1.0％ 

前回経済見通し（2018年 10月 5日公表 年央試算）との比較では、以降に発表された政府の消費税増税
負担軽減策による押し上げ効果などを反映して、成長率を＋0.3ポイント上方修正した。 

企業部門では、引き続き人手不足に伴う自動化や省力化等の設備投資に対する需要は大きいものの、世界
経済の成長率が 2018 年度より減速すること、消費税増税の影響により国内経済の回復の勢いも鈍ること
などを背景に、設備投資の増加の勢いは鈍ることが見込まれる。 

家計部門では、2019 年 10 月の消費税増税の影響により、民間消費は減速するものの、負担軽減策により
押し上げ効果もあり緩やかに増加することが見込まれる。住宅投資は下げ止まることが見込まれる。 

その結果、 県の実質経済成長率は、前年度比+1.0％と５年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、民間企業設備、公需がそれぞれ+0.5%ポイント、+0.1%ポイント、
+0.1%ポイント、 需等が+0.2％ポイントと、民間需要、公需、 需が成長に寄与する。 

 

なお、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響および 2019年 10月の
消費税増税の影響が懸念材料として挙げられる。 

 

 



― ―

 

 6 0   
 

計 表                 表 の「 」 2018 年 10 5 表の  

 

 

（ ） 消費 の  

（ ） 出 を 出（ ） の  

（ ３） の で 計 と る  

 

 

GDP（ ） に の を る  

 2018年  

 

2019年  

     

GDP（ ）の

率（ ） 
3.6 3.5 3.5 3.4 

 75.8 75.4 76.3 75.6 

 /  110.6 111.8 111.1 113.4 

/ 元 16.5 16.5 16.2 16.4 

（ / ）

 

75.3 72.0 76.7 65.2 

（ ） GDP（ を ）の 率 国 の を に 出  

（ ） 元 対 と る全 の との を で も

の に 元の で と  

（ ３） 元の と国 の をもとに 出  

 

国 の 策 の 策 るものと る  

 

 県（ 2011年 ） 全国（ 所推計） 

 2017年  

（ 推計） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

        

国 総  1.9 1.3 1.0 0.7 1.0 1.0 0.9 

  

  

  

  

  

  

（ 率（ ） ） 

消費 

出 

1.5 

(0.8) 

1.4 

(0.7) 

1.4 

(0.7) 

0.9 

(0.5) 

1.1 

(0.5) 

1.0 

(0.5) 

0.7 

(0.4) 

 
-0.6 

(0.0) 

-3.2 

(-0.1) 

-3.2 

(-0.1) 

0.0 

(0.0) 

0.3 

(0.0) 

-5.3 

(-0.2) 

0.7 

(0.0) 

 
2.3 

(0.3) 

3.0 

(0.4) 

2.2 

(0.3) 

0.6 

(0.1) 

0.7 

(0.1) 

2.4 

(0.4) 

1.2 

(0.2) 

 (-0.1) (-0.1) (-0.1) (0.0) (0.1) (0.2) (0.3) 

 (0.9) (0.4) (0.2) (0.2) (0.2) (0.0) (0.0) 



― ―
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（ 県） 

最新の経済情勢（2018年 12月 14日時点）を織り込み、マクロ計量モデル等を用いて、2018年度、2019
年度の 県の経済見通しについて分析を行ったので報告する。 

2018年度 

県経済は、消費の着実な拡大と設備投資の堅調な推移を背景に、緩やかな回復が続き、前年
度比+1.8％ 

前回経済見通し（2018年 10月 4日公表 年央改定）との比較では、相次ぐ自然災害などを背景に全国の
四半期別 GDP 速報（内閣府、2018 年 12 月 10 日公表、2018 年 7-9 月期 2 次速報値）が大幅に落ち込ん
だことを受けて、 県の民間企業設備を大幅に下方修正し、成長率を-0.4ポイント下方修正した。 

企業部門では、世界経済が堅調に推移する中で企業業績が改善することを受けて、また、人手不足に伴う
自動化や省力化などもあり、設備投資が着実に増加する。 

家計部門では、雇用・所得環境が緩やかに改善し、個人消費も着実に増加する。一方で、2017年中に減速
した住宅投資は引き続き低迷する。 

その結果、 県の実質経済成長率は、前年度比+1.8％と４年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、民間企業設備がそれぞれ+0.7%ポイント、+0.4%ポイント、 需等が
+0.6％ポイントと、民間需要、 需が成長に寄与する。 

2019年度 

県経済は、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響およ
び 2019 年 10 月の消費税増税の影響が懸念されるものの、政府による負担軽減策による押し上
げ効果もあり緩やかな回復は続き、前年度比+1.0％ 

前回経済見通し（2018年 10月 4日公表 年央試算）との比較では、以降に発表された政府の消費税増税
負担軽減策による押し上げ効果などを反映して、成長率を＋0.3ポイント上方修正した。 

企業部門では、引き続き人手不足に伴う自動化や省力化等の設備投資に対する需要は大きいものの、世界
経済の成長率が 2018 年度より減速すること、消費税増税の影響により国内経済の回復の勢いも鈍ること
などを背景に、設備投資の増加の勢いは鈍ることが見込まれる。 

家計部門では、2019 年 10 月の消費税増税の影響により、民間消費は減速するものの、負担軽減策により
押し上げ効果もあり緩やかに増加することが見込まれる。住宅投資は下げ止まることが見込まれる。 

その結果、 県の実質経済成長率は、前年度比+1.0％と５年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、民間企業設備、公需がそれぞれ+0.4%ポイント、+0.2%ポイント、
+0.2％ポイントと、2018年度と比べると減速するものの、民間需要、公需が成長に寄与する。 

 

なお、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響および 2019年 10月の
消費税増税の影響が懸念材料として挙げられる。 

 

 



― ―
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計 表                 表 の「 」 2018 年 10 4 表の  

 

 

（ ） 消費 の  

（ ） 出 を 出（ ） の  

（ ３） の で 計 と る  

 

 

GDP（ ） に の を る  

 2018年  

 

2019年  

     

GDP（ ）の

率（ ） 
3.6 3.5 3.5 3.4 

 75.8 75.4 76.3 75.6 

 /  110.6 111.8 111.1 113.4 

/ 元 16.5 16.5 16.2 16.4 

（ / ）

 

75.3 72.0 76.7 65.2 

（ ） GDP（ を ）の 率 国 の を に 出  

（ ） 元 対 と る全 の との を で も

の に 元の で と  

（ ３） 元の と国 の をもとに 出  

 

国 の 策 の 策 るものと る  

 

 県（ 2011年 ） 全国（ 所推計） 

 2017年  

（ 推計） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

        

国 総  2.2 2.2 1.8 0.7 1.0 1.0 0.9 

  

  

  

  

  

  

（ 率（ ） ） 

消費 

出 

1.4 

(0.7) 

1.4 

(0.7) 

1.4 

(0.7) 

0.8 

(0.4) 

0.9 

(0.4) 

1.0 

(0.5) 

0.7 

(0.4) 

 
0.2 

(0.0) 

-2.0 

(-0.1) 

-2.0 

(-0.1) 

0.7 

(0.0) 

2.3 

(0.1) 

-5.3 

(-0.2) 

0.7 

(0.0) 

 
3.7 

(0.7) 

4.4 

(0.9) 

2.3 

(0.4) 

0.9 

(0.2) 

0.9 

(0.2) 

2.4 

(0.4) 

1.2 

(0.2) 

 (0.1) (0.1) (0.1) (0.0) (0.2) (0.2) (0.3) 

 (0.8) (0.6) (0.6) (0.1) (0.1) (0.0) (0.0) 
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（ 県） 

最新の経済情勢（2018年 12月 14日時点）を織り込み、マクロ計量モデル等を用いて、2018年度、2019
年度の 県の経済見通しについて分析を行ったので報告する。 

2018年度 

県経済は、消費の着実な拡大と設備投資の堅調な推移を背景に、緩やかな回復が続き、前年
度比+1.2％ 

前回経済見通し（2018年 10月 5日公表 年央改定）との比較では、相次ぐ自然災害などを背景に全国の
四半期別 GDP 速報（内閣府、2018 年 12 月 10 日公表、2018 年 7-9 月期 2 次速報値）が大幅に落ち込ん
だことを受けて、 県の民間企業設備を下方修正し、成長率を-0.1ポイント下方修正した。 

企業部門では、世界経済が堅調に推移する中で企業業績が改善することを受けて、また、人手不足に伴う
自動化や省力化などもあり、設備投資が着実に増加する。 

家計部門では、雇用・所得環境が緩やかに改善し、個人消費も着実に増加する。一方で、2017年中に減
に た住宅投資は引き続き低迷する。 

その結果、 県の実質経済成長率は、前年度比+1.2％と４年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、民間企業設備、公需がそれぞれ+0.8%ポイント、+0.5%ポイント、
+0.3％ポイントと、民間需要、公需が成長に寄与する。 

2019年度 

県経済は、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響およ
び 2019 年 10 月の消費税増税の影響が懸念されるものの、政府による負担軽減策による押し上
げ効果もあり緩やかな回復は続き、前年度比+0.8％ 

前回経済見通し（2018年 10月 5日公表 年央試算）との比較では、以降に発表された政府の消費税増税
負担軽減策による押し上げ効果などを反映して、成長率を＋0.3ポイント上方修正した。 

企業部門では、引き続き人手不足に伴う自動化や省力化等の設備投資に対する需要は大きいものの、世界
経済の成長率が 2018 年度より減速すること、消費税増税の影響により国内経済の回復の勢いも鈍ること
などを背景に、設備投資の増加の勢いは鈍ることが見込まれる。 

家計部門では、2019 年 10 月の消費税増税の影響により、民間消費は減速するものの、負担軽減策により
押し上げ効果もあり緩やかに増加することが見込まれる。住宅投資は下げ止まることが見込まれる。 

その結果、 県の実質経済成長率は、前年度比+0.8％と５年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、公需が+0.6%ポイント、+0.3％ポイントと、2018年度と比べると減
速するものの、民間需要、公需が成長に寄与する。 

 

なお、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響および 2019年 10月の
消費税増税の影響が懸念材料として挙げられる。 

 

 



― ―
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計 表                 表 の「 」 2018 年 10 5 表の  

 

 

（ ） 消費 の  

（ ） 出 を 出（ ） の  

（ ３） の で 計 と る  

 

 

GDP（ ） に の を る  

 2018年  

 

2019年  

     

GDP（ ）の

率（ ） 
3.6 3.5 3.5 3.4 

 75.8 75.4 76.3 75.6 

 /  110.6 111.8 111.1 113.4 

/ 元 16.5 16.5 16.2 16.4 

（ / ）

 

75.3 72.0 76.7 65.2 

（ ） GDP（ を ）の 率 国 の を に 出  

（ ） 元 対 と る全 の との を で も

の に 元の で と  

（ ３） 元の と国 の をもとに 出  

 

国 の 策 の 策 るものと る  

 

 県（ 2011年 ） 全国（ 所推計） 

 2017年  

（ 推計） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

        

国 総  1.4 1.3 1.2 0.5 0.8 1.0 0.9 

  

  

  

  

  

  

（ 率（ ） ） 

消費 

出 

1.0 

(0.5) 

1.6 

(0.8) 

1.6 

(0.8) 

1.1 

(0.5) 

1.2 

(0.6) 

1.0 

(0.5) 

0.7 

(0.4) 

 
-1.7 

(0.0) 

-4.1 

(-0.1) 

-4.1 

(-0.1) 

0.5 

(0.0) 

2.5 

(0.1) 

-5.3 

(-0.2) 

0.7 

(0.0) 

 
3.3 

(0.6) 

3.1 

(0.6) 

2.5 

(0.5) 

0.0 

(0.0) 

0.4 

(0.1) 

2.4 

(0.4) 

1.2 

(0.2) 

 (0.4) (0.3) (0.3) (0.1) (0.3) (0.2) (0.3) 

 (-0.1) (-0.3) (-0.3) (-0.2) (-0.2) (0.0) (0.0) 



― ―
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（滋賀県） 

最新の経済情勢（2018年 12月 14日時点）を織り込み、マクロ計量モデル等を用いて、2018年度、2019
年度の滋賀県の経済見通しについて分析を行ったので報告する。 

2018年度 

滋賀県経済は、消費の着実な拡大と設備投資の堅調な推移を背景に、緩やかな回復が続き、前年
度比+1.1％ 

前回経済見通し（2018年 10月 5日公表 年央改定）との比較では、相次ぐ自然災害などを背景に全国の
四半期別 GDP 速報（内閣府、2018 年 12 月 10 日公表、2018 年 7-9 月期 2 次速報値）が大幅に落ち込ん
だことを受けて、滋賀県の民間企業設備を下方修正し、成長率を-0.2ポイント下方修正した。 

企業部門では、世界経済および国内経済が堅調に推移する中で企業業績が改善することを受けて、また、
人手不足に伴う自動化や省力化などもあり、設備投資が着実に増加する。 

家計部門では、雇用・所得環境が緩やかに改善し、個人消費も着実に増加する。一方で、2017年中に減速
した住宅投資は引き続き低迷する。 

その結果、滋賀県の実質経済成長率は、前年度比+1.1％と４年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、民間企業設備、公需がそれぞれ+0.6%ポイント、+0.2%ポイント、
+0.3％ポイントと、民間需要、公需が成長に寄与する。 

2019年度 

滋賀県経済は、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響およ
び 2019 年 10 月の消費税増税の影響が懸念されるものの、政府による負担軽減策による押し上
げ効果もあり緩やかな回復は続き、前年度比+0.9％ 

前回経済見通し（2018年 10月 5日公表 年央試算）との比較では、以降に発表された政府の消費税増税
負担軽減策による押し上げ効果などを反映して、成長率を＋0.3ポイント上方修正した。 

企業部門では、引き続き人手不足に伴う自動化や省力化等の設備投資に対する需要は大きいものの、世界
経済の成長率が 2018 年度より減速すること、消費税増税の影響により国内経済の回復の勢いも鈍ること
などを背景に、設備投資は減速しほぼ横ばいとなることが見込まれる。 

家計部門では、2019 年 10 月の消費税増税の影響により、民間消費は減速するものの、負担軽減策により
押し上げ効果もあり緩やかに増加することが見込まれる。住宅投資は下げ止まることが見込まれる。 

その結果、滋賀県の実質経済成長率は、前年度比+0.9％と５年連続のプラス成長を見込む。各需要項目の
寄与度を見ると、民間最終消費支出、公需が+0.5%ポイント、+0.4％ポイントと、2018年度と比べると減
速するものの、民間需要、公需が成長に寄与する。 

 

なお、米中貿易問題など通商問題の動向が世界経済ひいては国内経済に与える影響および 2019年 10月の
消費税増税の影響が懸念材料として挙げられる。 

 

 



― ―
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計 表                 表 の「 」 2018 年 10 5 表の  

 

 

（ ） 消費 の  

（ ） 出 を 出（ ） の  

（ ３） の で 計 と る  

 

 

GDP（ ） に の を る  

 2018年  

 

2019年  

     

GDP（ ）の

率（ ） 
3.6 3.5 3.5 3.4 

 75.8 75.4 76.3 75.6 

 /  110.6 111.8 111.1 113.4 

/ 元 16.5 16.5 16.2 16.4 

（ / ）

 

75.3 72.0 76.7 65.2 

（ ） GDP（ を ）の 率 国 の を に 出  

（ ） 元 対 と る全 の との を で も

の に 元の で と  

（ ３） 元の と国 の をもとに 出  

 

国 の 策 の 策 るものと る  

 

 滋賀県（ 2011年 ） 全国（ 所推計） 

 2017年  

（ 推計） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

        

国 総  1.7 1.3 1.1 0.6 0.9 1.0 0.9 

  

  

  

  

  

  

（ 率（ ） ） 

消費 

出 

1.5 

(0.8) 

1.2 

(0.6) 

1.2 

(0.6) 

0.8 

(0.4) 

0.9 

(0.5) 

1.0 

(0.5) 

0.7 

(0.4) 

 
0.2 

(0.0) 

-2.4 

(-0.1) 

-2.4 

(-0.1) 

0.0 

(0.0) 

0.6 

(0.0) 

-5.3 

(-0.2) 

0.7 

(0.0) 

 
3.3 

(0.4) 

3.3 

(0.4) 

2.0 

(0.2) 

0.0 

(0.0) 

0.0 

(0.0) 

2.4 

(0.4) 

1.2 

(0.2) 

 (0.4) (0.3) (0.3) (0.2) (0.4) (0.2) (0.3) 

 (0.1) (0.1) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 
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計 表（ ３県）      表 の「 」 2018 年 10 5 表の  

（ ）に 上 ３県と 県 県 県を  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３県（ 2011年 ） 全国（ 所推計） 

 2017年  

（ 推計） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

        

国 総  1.8 1.8 1.4 0.7 1.0 1.0 0.9 

  

  

  

  

  

  

（ 率（ ） ） 

消費 

出 

0.7 

(0.4) 

0.9 

(0.5) 

0.9 

(0.5) 

0.4 

(0.2) 

0.5 

(0.3) 

1.0 

(0.5) 

0.7 

(0.4) 

 
-0.7 

(0.0) 

-4.6 

(-0.1) 

-4.6 

(-0.1) 

0.4 

(0.0) 

1.5 

(0.0) 

-5.3 

(-0.2) 

0.7 

(0.0) 

 
3.8 

(0.6) 

4.4 

(0.7) 

2.1 

(0.3) 

0.9 

(0.1) 

0.8 

(0.1) 

2.4 

(0.4) 

1.2 

(0.2) 

 (0.5) (0.5) (0.5) (0.3) (0.6) (0.2) (0.3) 

 (0.3) (0.3) (0.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 
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計 表（ ３県 県）  表 の「 」 2018 年 10 4 表の  

 

（ ）に 上 ３県と 県 県 県を 県と 県 県 県 県 県を  

 

 

 ３県（ 2011年 ） 全国（ 所推計） 

 2017年  

（ 推計） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

        

国 総  2.0 1.9 1.6 0.6 0.9 1.0 0.9 

  

  

  

  

  

  

（ 率（ ） ） 

消費 

出 

1.3 

(0.7) 

1.4 

(0.7) 

1.4 

(0.7) 

0.8 

(0.4) 

0.9 

(0.4) 

1.0 

(0.5) 

0.7 

(0.4) 

 
-0.1 

(0.0) 

-2.6 

(-0.1) 

-2.6 

(-0.1) 

0.5 

(0.0) 

2.0 

(0.1) 

-5.3 

(-0.2) 

0.7 

(0.0) 

 
3.6 

(0.7) 

3.9 

(0.7) 

2.2 

(0.4) 

0.7 

(0.1) 

0.7 

(0.1) 

2.4 

(0.4) 

1.2 

(0.2) 

 (0.2) (0.2) (0.2) (0.1) (0.3) (0.2) (0.3) 

 (0.6) (0.4) (0.4) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 

 県（ 2011年 ） 全国（ 所推計） 

 2017年  

（ 推計） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

2018年  

（ ） 

2019年  

（ ） 

        

国 総  1.9 1.7 1.4 0.6 0.9 1.0 0.9 

  

  

  

  

  

  

（ 率（ ） ） 

消費 

出 

1.3 

(0.7) 

1.3 

(0.7) 

1.3 

(0.7) 

0.8 

(0.4) 

0.9 

(0.4) 

1.0 

(0.5) 

0.7 

(0.4) 

 
-0.2 

(0.0) 

-2.9 

(-0.1) 

-2.9 

(-0.1) 

0.4 

(0.0) 

1.6 

(0.0) 

-5.3 

(-0.2) 

0.7 

(0.0) 

 
3.4 

(0.6) 

3.8 

(0.6) 

2.2 

(0.4) 

0.7 

(0.1) 

0.7 

(0.1) 

2.4 

(0.4) 

1.2 

(0.2) 

 (0.1) (0.1) (0.1) (0.0) (0.2) (0.2) (0.3) 

 (0.6) (0.4) (0.3) (0.1) (0.1) (0.0) (0.0) 



― ―

　消費税率引上げと増税対策

全国 よ の家計に る に

でも たと り、 はここ 年 が であり、 た

の 合いが い である。こうしたことが の上 家計消費の増加

とつながり、 が なる の をもた という一 の が

、 に 的な の が る 性がある。 の で、 の

家計の消費 向は となる 。

では、 年 に さ ている消費税率引上げと政府による増税対策が全国

よ の家計に る について分 した 。

では、消費税率引上げを る について、 税率 な 政府のさ

な増税対策を とめた。

では消費税率引上げによる全国の家計の増加負担分と、政府の増税対策による

家計 の還元分を している。

では く 県について している。

19   「中部圏経済白書 2018」では、人手不足と賃金上昇の関係について当財団「中部社研 経済レポート No.10」（http://www.

criser.jp/bunnseki/documents/10_report_2017.6.20.pdf）にしたがって分析した。
20   本章は当財団「中部社研 経済レポート No.21」（http://www.criser.jp/bunnseki/documents/21_report_shohizeihikiage_zenkoku.

pdf（全国））を掲載したものである。



― ―

21  https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/1126_1/agenda.html
22  https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html

　 年 の消費税率引上げを る

年 に消費税率が の に引上げ る である。消費税率引

上げに たり、政府は低 に る （ よ を く）

よ が さ た 以上 さ る について 税率の

を している。さ に、 の 、 小小 での

に ける 還元 、年 の 、 の

、税 の よ 、 、国 を 的

とした な 、さ な対策を ることで に を さないよ

う、 全を （ 平 年 税 大 （ 主 ））としている（

）。

 

 7 0   
 

1  2 0 1 9 年 1 0 の消費税率引上げを る  
 2 0 1 9 年 1 0 に消費税率が の 8% 1 0 % に引上げ る である。消費税率

引上げに たり、政府は低 に る （ よ を

く） よ が さ た 2 以上 さ る について 税

率の を している。さ に、 の 、 小小 での

に ける 還元 、年 の 、

の 、税 の よ 、 、国

を 的とした な 、さ な対策を ることで に を さ

ないよう、 全を （ 平 31 年 税 大 （ 主 ））として

いる（ ）。 
 

 
（出所）「 財 と と 推   （  

策の に る ）」21「 31年 税 （ ）」22 2018年 12 14

の 報をもとに当財団で  

 

                                                      
2 1  h t t p s : / / w w w 5 . c a o . g o . j p / k e i z a i - s h i m o n / k a i g i / m i n u t e s / 2 0 1 8/ 1 1 2 6 _ 1 / a g e n d a . h t m l  
2 2  h t t p s : / / w w w . j i m i n . j p / n e w s / p o l i c y / 1 386 6 4. h t m l  

増税対策

幼児教育無償化
の

３ ま の全 の の幼 保育
の費 無償化

２ 児に い 住 税 税 対
し 無償化

に する
消費者への

ポイント還元支援

のキャッシュレス決済 に る
消費者へのポイント還元 支援（還元率
％）

年金生活者支援
給付金の支給

年金の 者に対し 年金生活者支援給付金の
支給（ 年 円）

プレミアム付 商品券
の 行・

得者・ 育 （ ２ 児）に対しプレミア
ム付 商品券 行・ （ ２ 円分の
い な商品券 ２ 円 入 ）

すまい給付金
の対 の ・
給付 の引上げ

住宅 入 に支 る給付金に い 給付対
者 入 の 775 円 ま （現行510

円 ま ）に 給付 50 円（現行
30 円）に引上げ

住宅ローン
の 延長

住宅ローン の ３年延長（現行の10
年 13年）

自動車の取得
の税率軽減

自動車取得税 自動車取得税に る
の税率 １%分軽減

自動車の保有
に る税負担

の 引 げ

自動車 に全 の 分に い 自動車
税の税率 引 げ（ 年4500円減税）

イ ン ー ー
活 し プレミアム
ポイント付 支援

イキープ ット ーム 活 し 行 る自
ポイントに対し 国の負担 プレミアム 付

商 活 化支援
イン ン な な の取
商 の 上に 取 支援

・減
国 化対策

の

・減 国 化対策 し の な
によ ロの 消費税率の引上げに

済 動 な

表３－ － 　 の増税対策 （「 税率 」 の 対策）



― ―

23  分析には「二人以上の世帯」のデータを用いている。以降も同様である。
24   一世帯当たり還元分の計算については、それぞれの対策における政府から家計への還元総額の予測値を適当な比率を用いて階
級別家計一世帯当たりに案分した。例えば、幼児教育無償化については、年収階級別、年齢階級別とも一世帯当たりの平均児童・
幼児数（3~5 歳と住民税非課税世帯 0~2 歳）の推計値を比率とし、還元総額約8000億円を案分する。世帯主の年齢が39歳以下の
家計の平均児童・幼児数は0.37人、70歳以上の家計は0.01人と推計されるため、幼児教育無償化について一世帯当たりの受益
は平均において前者の家計が後者の家計の30倍以上大きいことになる。その他の対策における家計への還元総額の予測値およ
び使用した比率の推計値は下記のとおり。なお、政府は下記以外の増税対策として防災・減災、国土強靭化対策の実施に年間
約 1兆円の公共事業拡充などを検討しているが、今回の計算は世帯への還元分を対象としているためこれらを含めない。

キャッシュレス決済ポイント還元 :（還元総額）約3000億円
（使用した比率）平均クレジットカード保有率×平均消費支出

年金生活者支援給付金 :（還元総額）約5000億円
（使用した比率）住民税非課税世帯割合に年金受給者数を加味

プレミアム商品券 :（還元総額）約1800億円
（使用した比率）年間収入200万円未満の家計の割合に平均幼児数（0~2 歳）を加味

すまい給付金・住宅ローン減税延長 :（還元総額）約2000億円
（使用した比率）平均住宅購入額と住宅ローン保有割合に

年間収入775万円未満の家計の割合を加味

自動車取得減税 :（還元総額）約500億円
（使用した比率）平均自動車購入支出額

自動車保有減税 :（政府負担の総額）約1300億円
（使用した比率）平均自動車保有台数

　全国の家計に る

ここでは、 年 の消費税率引上げによる全国の家計の増加負担分と、政府の増

税対策による家計 の還元分を 計 家計 年 の を して

している 。増加負担分については、

（ ） の消費税率 での負担分

（ ）消費税率が に引上げ ると に 税率が さ た 合の負担分

の として計 している。

な 、 として、

（ ）消費税率が に引上げ 、 税率が さ な た 合の負担分

も計 し、 税率 による家計の負担 分も る。

還元分については、上 の政府による増税対策が一世帯 たりにもた を

計 している 。

（ 家計）

、平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消費税

率 のもとで、平均的な家計は年 で の負担をしている。 年

に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は



― ―
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（出所）総務省統計局「家計調査年報」をもとに当財団で推計 

 
平均

200 円
200

300 円
300

400 円
400

500 円
500

600 円

の年 （ ） 59.6 71.4 69.2 67.4 60.3 55.5

年 入（ 円） 609.0 152.0 256.5 347.3 446.8 546.6

年 消費支 （ 円） 339.6 168.1 235.7 271.0 299.7 321.6

（１）現行消費税率8％ 214,349 106,473 149,040 171,631 188,992 203,241

（２）消費税率10％（軽減税率導入） 249,989 121,174 171,480 198,202 219,203 236,893

（３）消費税率10％（軽減税率なし） 263,065 130,671 182,913 210,638 231,944 249,432

増加負担分　（２）-（１） 35,640 14,701 22,439 26,571 30,211 33,652

（参考）軽減税率導入による負担軽減分　（３）-（２） 13,076 9,497 11,433 12,436 12,741 12,539

幼児教育無償化 7,086 3,079 2,253 3,139 6,465 8,718

キャッシュレス決済ポイント還元 2,657 426 802 1,118 1,921 2,563

年金生活者支援給付金 4,429 40,596 8,119 0 0 0

プレミアム商品券 1,594 10,361 403 561 1,156 1,558

すまい給付金・住宅ローン減税延長 1,771 1,514 1,562 1,699 1,972 2,176

自動車取得減税 443 66 400 268 305 345

自動車保有減税 1,151 765 876 968 1,123 1,205

還元分計 19,132 56,808 14,415 7,753 12,941 16,567

年 に る増加負担分 （％） 0.59 0.97 0.87 0.77 0.68 0.62

（参考）  軽減税率導入による負担軽減分 （％） 0.21 0.62 0.45 0.36 0.29 0.23

年 に る還元分 （％） 0.31 3.74 0.56 0.22 0.29 0.30

消費税率引上げによる家計の負担分(円）

増税対策による家計への還元分(円）

600
700 円

700
800 円

800
900 円

900
1000
円

1000
1500
円

1500
円 上

の年 （ ） 52.8 53.3 52.9 53 53.6 57.9

年 入（ 円） 645.0 744.9 844.0 943.0 1172.9 2088.0

年 消費支 （ 円） 351.7 381.1 431.2 459.1 501.1 648.2

（１）現行消費税率8％ 222,914 242,725 270,046 285,884 313,781 411,107

（２）消費税率10％（軽減税率導入） 260,471 284,059 317,158 336,099 369,978 486,202

（３）消費税率10％（軽減税率なし） 273,576 297,890 331,420 350,857 385,095 504,540

増加負担分　（２）-（１） 37,557 41,334 47,112 50,216 56,197 75,095

（参考）軽減税率導入による負担軽減分　（３）-（２） 13,105 13,831 14,263 14,758 15,117 18,338

幼児教育無償化 10,708 10,495 10,521 10,778 9,639 7,699

キャッシュレス決済ポイント還元 3,169 3,621 4,260 4,586 5,379 7,279

年金生活者支援給付金 0 0 0 0 0 0

プレミアム商品券 1,914 1,876 1,881 1,927 1,723 1,376

すまい給付金・住宅ローン減税延長 2,407 2,178 1,111 1,180 1,182 1,174

自動車取得減税 512 501 669 741 684 1,214

自動車保有減税 1,256 1,294 1,328 1,374 1,423 1,423

還元分計 19,966 19,965 19,771 20,585 20,030 20,164

年 に る増加負担分 （％） 0.58 0.55 0.56 0.53 0.48 0.36

（参考）  軽減税率導入による負担軽減分 （％） 0.20 0.19 0.17 0.16 0.13 0.09

年 に る還元分 （％） 0.31 0.27 0.23 0.22 0.17 0.10

消費税率引上げによる家計の負担分(円）

増税対策による家計への還元分(円）

表３－ － 　消費税率引上げによる家計の増加負担分と増税対策による還元分

（全国 の年 ）



― ―

になる。したが て、負担分は 増加 ることになる。な 、 税率

による負担 分は である。一方、政府の増税対策による一世帯 たり還

元分は合計で である。平均的な家計の年 が であるため、

年 に める増加負担分割合は 、 く還元分割合は となる。

（ の年 家計）

に、世帯主の年 に家計の増加負担分と還元分を る（ ）。

の消費税率 のもとで、世帯主の年 が の家計は年 で

の負担をしている。 年 に税率が引上げ ると に 税率が さ た

合、年 の負担は になる。したが て、負担分は 増加 るこ

とになる。平均的な家計の と比較 ると、 としては小さい。な 、

税率 による負担 分は であり、 はり平均的な家計の

と比較 ると としては小さい。家計の増加負担分は年 とともに大きくなる。一

に、消費 は が大きくなる 増 るためである。世帯主の年 が 以上

の世帯は、負担分が 増加 ることになる。

た し、家計の年 に める割合で ると、い る 消費税の 性 が で

きる。年 に める増加負担分割合は世帯主の年 が の家計で

と、平均的な家計の と比較 ると大きい。この割合は、年 の増加とともに

小さくなり、世帯主の年 が 以上の家計では、 に ない。一 的に、

年 の低い家計の方が、 に める消費 の割合（い る消費性向）が大きいた

め、 と比較した 合の消費税負担が大きくなる。

一方、低 に る さ る 税率は 性を一 ること

が る。年 に める 税率 による負担 分割合は、 の家計で

と、平均的な家計の と比較 ると なり大きい。この割合は、年

の増加とともに小さくなり、世帯主の年 が 以上の家計では、 で低

下 る。 には、 税率の対 となる について消費 に める割合

が低 大きい（い る が い）ことがある。

も 、上で たと り、 税率を しても 性は全て 消さ る けでは

ないが、 の対 として、政府の増税対策は年 の低い家計に いものとな ている。

世帯主の年 が の家計では、一世帯 たり還元分が合計で であ

り、増加負担分 よりもはる に大きい。年 に める還元分割合で ても

になる。た し、世帯主の年 が 以上の家計に いては、政府の増

税対策によ て しも 性が さ るとは ない に が である。

を に している家計、あるいは を る家計に恩恵

が大きい対策については、年 の低い家計は主たる対 になりにくい。 た、



― ―

25 年齢階級別では「年間収入」の情報がないため、年収に占める割合は計算していない。

についても、年 の大きさと の にはある の相 が ること 、

性を るという は こ で大きくない。 、世帯主の年 が 以上

の家計については還元分が合計で 、年 に める還元分割合で

にし な ない。世帯主の年 が 以上の家計のな で年 に める

還元分割合が最大となるのは 以上 の家計であり、一世帯 たり還元

分が合計で 、年 に める還元分割合で とな ている。

（ の年 家計）

最 に、世帯主の年齢 に家計の増加負担分と還元分を る（ ）。

の消費税率 のもとで、世帯主の年齢が 歳以下の家計は年 で の

負担をしている。 年 に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、

年 の負担は になる。したが て、負担分は 増加 ることに

なる。増加負担分が最大とな ているのは、世帯主の年齢が 歳の家計であり、

である。 歳以上では年齢の上 とともに増加負担分が小さくなり、 歳以上

では と世帯主の年齢 家計のな で最も小さい。 には、年 消費

が少ないことに加 、 齢世帯 税率 による負担 分が大きくなると

いう がある。 、世帯主の年齢が 歳以下の家計の負担 分は で

あるが、 歳では 、 歳以上でも とな ている。 齢世帯
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上 40 0 の家計については還元分が合計で 0 . 8 、年 に める還元分割

合で 0 . 2 2 % にし な ない。世帯主の年 が 30 0 以上の家計のな で年 に

める還元分割合が最大となるのは 6 0 0 以上 7 0 0 の家計であり、一世帯 た

り還元分が合計で 2 . 0 、年 に める還元分割合で 0 . 31 % とな ている。 
 
（ の年 家計） 

 最 に、世帯主の年齢 に家計の増加負担分と還元分を る（ ）
2 5 。 の消費税率 8% のもとで、世帯主の年齢が 39 歳以下の家計は年 で 1 8. 5
の負担をしている。2 0 1 9 年 1 0 に税率が引上げ ると に 税率が さ

た 合、年 の負担は 2 1 . 7 になる。したが て、負担分は 3. 2 増加

ることになる。増加負担分が最大とな ているのは、世帯主の年齢が 5 0 5 9 歳の家計

であり、4. 5 である。6 0 歳以上では年齢の上 とともに増加負担分が小さくな

り、7 0 歳以上では 2 . 7 と世帯主の年齢 家計のな で最も小さい。 に

は、年 消費 が少ないことに加 、 齢世帯 税率 による負担 分が

大きくなるという がある。 、世帯主の年齢が 39 歳以下の家計の負担 分は

1 . 0 であるが、 6 0 6 9 歳では 1 . 4 、 7 0 歳以上でも 1 . 3 とな

ている。 齢世帯は消費 に める の 割合が大きく、負担  
 

 

（出所）総務省統計局「家計調査年報」をもとに当財団で推計 

 

                                                      
2 5  年齢 では 年 の がないため、年 に める割合は計 していない。 

平均
39 40 49 50 59 60 69 70

上

の年 （ ） 59.6 34.3 44.6 54.6 65.0 77

年 消費支 （ 円） 339.6 307.4 378.2 412.6 348.1 281.6

（１）現行消費税率8％ 214,349 184,888 235,661 258,219 226,598 178,806

（２）消費税率10％（軽減税率導入） 249,989 216,764 276,462 303,600 263,903 206,040

（３）消費税率10％（軽減税率なし） 263,065 226,908 289,220 316,905 278,098 219,444

増加負担分　（２）-（１） 35,640 31,875 40,801 45,382 37,305 27,233

（参考）軽減税率導入による負担軽減分　（３）-（２） 13,076 10,145 12,759 13,304 14,194 13,404

幼児教育無償化 7,086 20,736 18,707 5,161 1,032 645

キャッシュレス決済ポイント還元 2,657 3,260 3,620 3,536 1,887 1,950

年金生活者支援給付金 4,429 102 374 646 4,495 10,634

プレミアム商品券 1,594 805 760 879 1,964 2,517

すまい給付金・住宅ローン減税延長 1,771 4,644 2,895 1,466 1,181 614

自動車取得減税 443 407 440 517 712 205

自動車保有減税 1,151 1,087 1,188 1,399 1,303 895

還元分計 19,132 31,042 27,984 13,603 12,575 17,460

消費税率引上げによる家計の負担分(円）

増税対策による家計への還元分(円）

表３－ － 　消費税率引上げによる家計の増加負担分と増税対策による還元分

（全国 の年 ）
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は消費 に める の 割合が大きく、負担 が いと

る。

一方で、政府の増税対策は し 若年世帯に い。年 のような

齢 世帯を対 とした対策も るが、 をは め、比較的若い世帯

に還元さ い が い。世帯主の年齢が 歳以下の家計の一世帯 たり還元分は

合計で であり、増加負担分 と る。還元分が相対的に少な

いのは、世帯主の年齢が 歳以上 歳 の家計であり、 とな ている。



― ―

　 の家計に る

ここでは、 年 の消費税率引上げによる 県の家計の増加負担分と、政

府の増税対策による還元分を している。増加負担分については、全国と 、

計 家計 年 の を して計 した 。増税対策の一世帯 たり還

元分については、全国の を に、 県の年齢構造な を加 して計 した。

（ 県の 家計）

県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消費

税率 のもとで、平均的な家計は年 で の負担をしている。 年

に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は

になる。したが て、負担分は 増加 ることになる。な 、 税率

による負担 分は である。一方、政府の増税対策による一世帯 たり還

元分は合計で である。

26   ここでは、県庁所在都市のデータを用いている。なお、「家計調査年報」では、都道府県（あるいは市区町村）の年齢階級別、

年収階級別のデータがないため、平均的な家計のみを分析している。
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3  の家計に る  

 ここでは、 2 0 1 9 年 1 0 の消費税率引上げによる 県の家計の増加負担分と、

政府の増税対策による還元分を している。増加負担分については、全国と 、

計 家計 年 の を して計 した 2 6 。増税対策の一世帯 たり

還元分については、全国の を に、 県の年齢構造な を加 して計 した。 
 
（ 県の平均 な家計） 

 県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消

費税率 8% のもとで、平均的な家計は年 で 2 4. 7 の負担をしている。 2 0 1 9 年

1 0 に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は 2 8. 9
になる。したが て、負担分は 4. 3 増加 ることになる。な 、 税

率 による負担 分は 1 . 4 である。一方、政府の増税対策による一世帯

たり還元分は合計で 1 . 8 である。 
 

 

（出所）総務省統計局「家計調査年報」をもとに当財団で推計 

 

  

                                                      
2 6  ここでは、県 の を いている。な 、 家計 年 では、 府県（あるいは ）の年

齢 、年 の がないため、平均的な家計の を分 している。 

全国
（平均）
※再掲

県
（平均）

（１）現行消費税率8％ 214,349 246,771

（２）消費税率10％（軽減税率導入） 249,989 289,320

（３）消費税率10％（軽減税率なし） 263,065 302,855

増加負担分　（２）-（１） 35,640 42,550

（参考）軽減税率導入による負担軽減分　（３）-（２） 13,076 13,535

幼児教育無償化 7,086 5,806

キャッシュレス決済ポイント還元 2,657 2,554

年金生活者支援給付金 4,429 4,983

プレミアム商品券 1,594 1,700

すまい給付金・住宅ローン減税延長 1,771 1,551

自動車取得減税 443 443

自動車保有減税 1,151 1,147

還元分計 19,132 18,183

消費税率引上げによる家計の負担分(円）

増税対策による家計への還元分(円）

表３－３－ 　消費税率引上げによる家計の増加負担分と増税対策による還元分

（全国と 県）
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平均的な家計の比較で、 県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より大き

い。 県は相対的に世帯 が いことに加 、消費性向が く、消費が いためで

ある。一方で、政府の増税対策による還元分については全国より小さい。このことは、

対策で最も恩恵を受ける若年世帯（世帯主の年齢が 歳以下の家計）の割合が相対的に

小さいという 県の年齢構造を反映している。

（ 県の 家計）

県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消費

税率 のもとで、平均的な家計は年 で の負担をしている。 年

に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は

になる。したが て、負担分は 増加 ることになる。な 、 税率

による負担 分は である。一方、政府の増税対策による一世帯 たり還

元分は合計で である。

平均的な家計の比較で、 県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より大き

い。 県は相対的に世帯 が く消費が いためである。一方で、政府の増税対策
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平均的な家計の比較で、 県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より大き

い。 県は相対的に世帯 が いことに加 、消費性向が く、消費が いためで

ある。一方で、政府の増税対策による還元分については全国より小さい。このことは、

対策で最も恩恵を受ける若年世帯（世帯主の年齢が 39 歳以下の家計）の割合が相対的

に小さいという 県の年齢構造を反映している。 
 
（ 県の平均 な家計） 

 県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消

費税率 8% のもとで、平均的な家計は年 で 2 5 . 5 の負担をしている。 2 0 1 9 年

1 0 に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は 2 9. 9
になる。したが て、負担分は 4. 4 増加 ることになる。な 、 税

率 による負担 分は 1 . 4 である。一方、政府の増税対策による一世帯

たり還元分は合計で 1 . 9 である。 
 

 

（出所）総務省統計局「家計調査年報」をもとに当財団で推計 

 

 
平均的な家計の比較で、 県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より大き

い。 県は相対的に世帯 が く消費が いためである。一方で、政府の増税対策

全国
（平均）
※再掲

県
（平均）

（１）現行消費税率8％ 214,349 255,284

（２）消費税率10％（軽減税率導入） 249,989 299,395

（３）消費税率10％（軽減税率なし） 263,065 313,304

増加負担分　（２）-（１） 35,640 44,111

（参考）軽減税率導入による負担軽減分　（３）-（２） 13,076 13,908

幼児教育無償化 7,086 6,837

キャッシュレス決済ポイント還元 2,657 2,632

年金生活者支援給付金 4,429 4,504

プレミアム商品券 1,594 1,614

すまい給付金・住宅ローン減税延長 1,771 1,736

自動車取得減税 443 447

自動車保有減税 1,151 1,153

還元分計 19,132 18,922

消費税率引上げによる家計の負担分(円）

増税対策による家計への還元分(円）

表３－３－ 　消費税率引上げによる家計の増加負担分と増税対策による還元分

（全国と 県）
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による還元分については全国より小さい。このことは、対策で最も恩恵を受ける若年世

帯（世帯主の年齢が 歳以下の家計）の割合が相対的に なが 小さいという

県の年齢構造を反映している。

（ 県の 家計）

県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消費

税率 のもとで、平均的な家計は年 で の負担をしている。 年

に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は

になる。したが て、負担分は 増加 ることになる。な 、 税率

による負担 分は である。一方、政府の増税対策による一世帯 たり還

元分は合計で である。

平均的な家計の比較で、 県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より小さ

い。 県は相対的に消費性向が低く、消費が少ないことに加 、 齢 が く 税率

による負担 も大きいためである。 た、政府の増税対策による還元分につ

いても全国より小さい。このことは、対策で最も恩恵を受ける若年世帯（世帯主の年齢

が 歳以下の家計）の割合が相対的に小さいという 県の年齢構造を反映している。
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による還元分については全国より小さい。このことは、対策で最も恩恵を受ける若年世

帯（世帯主の年齢が 39 歳以下の家計）の割合が相対的に なが 小さいという

県の年齢構造を反映している。 
 
（ 県の平均 な家計） 

 県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消

費税率 8% のもとで、平均的な家計は年 で 2 0 . 5 の負担をしている。 2 0 1 9 年

1 0 に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は 2 3. 8
になる。したが て、負担分は 3. 3 増加 ることになる。な 、 税

率 による負担 分は 1 . 4 である。一方、政府の増税対策による一世帯

たり還元分は合計で 1 . 8 である。 
 

 

 

（出所）総務省統計局「家計調査年報」をもとに当財団で推計 

 

  
平均的な家計の比較で、 県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より小さ

い。 県は相対的に消費性向が低く、消費が少ないことに加 、 齢 が く 税

率 による負担 も大きいためである。 た、政府の増税対策による還元分に

ついても全国より小さい。このことは、対策で最も恩恵を受ける若年世帯（世帯主の年

全国
（平均）
※再掲

県
（平均）

（１）現行消費税率8％ 214,349 205,037

（２）消費税率10％（軽減税率導入） 249,989 238,081

（３）消費税率10％（軽減税率なし） 263,065 251,637

増加負担分　（２）-（１） 35,640 33,044

（参考）軽減税率導入による負担軽減分　（３）-（２） 13,076 13,556

幼児教育無償化 7,086 5,811

キャッシュレス決済ポイント還元 2,657 2,570

年金生活者支援給付金 4,429 4,897

プレミアム商品券 1,594 1,684

すまい給付金・住宅ローン減税延長 1,771 1,557

自動車取得減税 443 445

自動車保有減税 1,151 1,151

還元分計 19,132 18,115

消費税率引上げによる家計の負担分(円）

増税対策による家計への還元分(円）

表３－３－３　消費税率引上げによる家計の増加負担分と増税対策による還元分

（全国と 県）
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（ 県の 家計）

県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消費

税率 のもとで、平均的な家計は年 で の負担をしている。 年

に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は

になる。したが て、負担分は 増加 ることになる。な 、 税率

による負担 分は である。一方、政府の増税対策による一世帯 たり還

元分は合計で である。

平均的な家計の比較で、 県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より大き

い。 県は相対的に消費性向が く、消費が いためである。一方で、政府の増税対

策による還元分については全国より小さい。このことは、対策で最も恩恵を受ける若年

世帯（世帯主の年齢が 歳以下の家計）の割合が相対的に小さいという 県の年齢構

造を反映している。
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齢が 39 歳以下の家計）の割合が相対的に小さいという 県の年齢構造を反映してい

る。 
 
（長 県の平均 な家計） 

 県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消

費税率 8% のもとで、平均的な家計は年 で 2 1 . 8 の負担をしている。 2 0 1 9 年

1 0 に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は 2 5 . 5
になる。したが て、負担分は 3. 7 増加 ることになる。な 、 税

率 による負担 分は 1 . 2 である。一方、政府の増税対策による一世帯

たり還元分は合計で 1 . 8 である。 
 

 

（出所）総務省統計局「家計調査年報」をもとに当財団で推計 

 

 
 平均的な家計の比較で、 県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より大き

い。 県は相対的に消費性向が く、消費が いためである。一方で、政府の増税対

策による還元分については全国より小さい。このことは、対策で最も恩恵を受ける若年

世帯（世帯主の年齢が 39 歳以下の家計）の割合が相対的に小さいという 県の年齢

構造を反映している。 

全国
（平均）
※再掲

長 県
（平均）

（１）現行消費税率8％ 214,349 217,801

（２）消費税率10％（軽減税率導入） 249,989 254,843

（３）消費税率10％（軽減税率なし） 263,065 267,301

増加負担分　（２）-（１） 35,640 37,042

（参考）軽減税率導入による負担軽減分　（３）-（２） 13,076 12,458

幼児教育無償化 7,086 5,965

キャッシュレス決済ポイント還元 2,657 2,578

年金生活者支援給付金 4,429 4,935

プレミアム商品券 1,594 1,684

すまい給付金・住宅ローン減税延長 1,771 1,573

自動車取得減税 443 438

自動車保有減税 1,151 1,145

還元分計 19,132 18,318

消費税率引上げによる家計の負担分(円）

増税対策による家計への還元分(円）

表３－３－ 　消費税率引上げによる家計の増加負担分と増税対策による還元分

（全国と 県）
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（ 県の 家計）

県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消費

税率 のもとで、平均的な家計は年 で の負担をしている。 年

に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は

になる。したが て、負担分は 増加 ることになる。な 、 税率

による負担 分は である。一方、政府の増税対策による一世帯 たり還

元分は合計で である。

平均的な家計の比較で、 県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より大き

い。 県は相対的に消費性向が く、消費が いためである。一方で、政府の増税対

策による還元分については全国より小さい。このことは、対策で最も恩恵を受ける若年

世帯（世帯主の年齢が 歳以下の家計）の割合が相対的に小さいという 県の年齢

構造を反映している。

（ 県の 家計）

県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消費
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（ 県の平均 な家計） 

 県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消

費税率 8% のもとで、平均的な家計は年 で 2 3. 2 の負担をしている。 2 0 1 9 年

1 0 に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は 2 7 . 2
になる。したが て、負担分は 4. 0 増加 ることになる。な 、 税

率 による負担 分は 1 . 3 である。一方、政府の増税対策による一世帯

たり還元分は合計で 1 . 8 である。 
 

 

（出所）総務省統計局「家計調査年報」をもとに当財団で推計 

 

  
平均的な家計の比較で、 県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より大き

い。 県は相対的に消費性向が く、消費が いためである。一方で、政府の増税対

策による還元分については全国より小さい。このことは、対策で最も恩恵を受ける若年

世帯（世帯主の年齢が 39 歳以下の家計）の割合が相対的に小さいという 県の年齢

構造を反映している。 
 
（ 県の平均 な家計） 

 県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消

全国
（平均）
※再掲

県
（平均）

（１）現行消費税率8％ 214,349 231,751

（２）消費税率10％（軽減税率導入） 249,989 271,799

（３）消費税率10％（軽減税率なし） 263,065 284,422

増加負担分　（２）-（１） 35,640 40,047

（参考）軽減税率導入による負担軽減分　（３）-（２） 13,076 12,624

幼児教育無償化 7,086 6,230

キャッシュレス決済ポイント還元 2,657 2,597

年金生活者支援給付金 4,429 4,765

プレミアム商品券 1,594 1,658

すまい給付金・住宅ローン減税延長 1,771 1,620

自動車取得減税 443 444

自動車保有減税 1,151 1,150

還元分計 19,132 18,464

消費税率引上げによる家計の負担分(円）

増税対策による家計への還元分(円）

表３－３－ 　消費税率引上げによる家計の増加負担分と増税対策による還元分

（全国と 県）
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税率 のもとで、平均的な家計は年 で の負担をしている。 年

に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は

になる。したが て、負担分は 増加 ることになる。な 、 税率

による負担 分は である。一方、政府の増税対策による一世帯 たり還

元分は合計で である。

平均的な家計の比較で、 県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より小さ

い。 県は相対的に消費性向が低く、消費が少ないためである。 た、政府の増税対

策による還元分についても全国より小さい。このことは、対策で最も恩恵を受ける若年

世帯（世帯主の年齢が 歳以下の家計）の割合が相対的に小さいという 県の年齢構

造を反映している。

（ 県の 家計）

県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消費

税率 のもとで、平均的な家計は年 で の負担をしている。 年

に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は
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費税率 8% のもとで、平均的な家計は年 で 2 0 . 7 の負担をしている。 2 0 1 9 年

1 0 に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は 2 4. 1
になる。したが て、負担分は 3. 3 増加 ることになる。な 、 税

率 による負担 分は 1 . 4 である。一方、政府の増税対策による一世帯

たり還元分は合計で 1 . 9 である。 
 

 

（出所）総務省統計局「家計調査年報」をもとに当財団で推計 

 

 
 平均的な家計の比較で、 県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より小さ

い。 県は相対的に消費性向が低く、消費が少ないためである。 た、政府の増税対

策による還元分についても全国より小さい。このことは、対策で最も恩恵を受ける若年

世帯（世帯主の年齢が 39 歳以下の家計）の割合が相対的に小さいという 県の年齢

構造を反映している。 
 
（ 県の平均 な家計） 

 県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消

費税率 8% のもとで、平均的な家計は年 で 2 2 . 8 の負担をしている。 2 0 1 9 年

1 0 に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は 2 6 . 6

全国
（平均）
※再掲

県
（平均）

（１）現行消費税率8％ 214,349 207,197

（２）消費税率10％（軽減税率導入） 249,989 240,581

（３）消費税率10％（軽減税率なし） 263,065 254,288

増加負担分　（２）-（１） 35,640 33,384

（参考）軽減税率導入による負担軽減分　（３）-（２） 13,076 13,706

幼児教育無償化 7,086 6,459

キャッシュレス決済ポイント還元 2,657 2,617

年金生活者支援給付金 4,429 4,646

プレミアム商品券 1,594 1,637

すまい給付金・住宅ローン減税延長 1,771 1,661

自動車取得減税 443 445

自動車保有減税 1,151 1,152

還元分計 19,132 18,617

消費税率引上げによる家計の負担分(円）

増税対策による家計への還元分(円）

表３－３－ 　消費税率引上げによる家計の増加負担分と増税対策による還元分

（全国と 県）
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になる。したが て、負担分は 増加 ることになる。な 、 税率

による負担 分は である。一方、政府の増税対策による一世帯 たり還

元分は合計で である。

平均的な家計の比較で、 県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より大き

い。 県は相対的に消費性向が く、消費が いためである。 た、政府の増税対策

による還元分についても全国より大きい。このことは、対策で最も恩恵を受ける若年世

帯（世帯主の年齢が 歳以下の家計）の割合が相対的に大きいという 県の年齢構造

を反映している。

（ 県の 家計）

県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消費

税率 のもとで、平均的な家計は年 で の負担をしている。 年

に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は

になる。したが て、負担分は 増加 ることになる。な 、 税率

による負担 分は である。一方、政府の増税対策による一世帯 たり還

元分は合計で である。
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になる。したが て、負担分は 3. 8 増加 ることになる。な 、 税

率 による負担 分は 1 . 4 である。一方、政府の増税対策による一世帯

たり還元分は合計で 2 . 0 である。 
 

 

（出所）総務省統計局「家計調査年報」をもとに当財団で推計 

 

 
 平均的な家計の比較で、 県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より大き

い。 県は相対的に消費性向が く、消費が いためである。 た、政府の増税対策

による還元分についても全国より大きい。このことは、対策で最も恩恵を受ける若年世

帯（世帯主の年齢が 39 歳以下の家計）の割合が相対的に大きいという 県の年齢構

造を反映している。 
 
（ 県の平均 な家計） 

 県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消

費税率 8% のもとで、平均的な家計は年 で 2 2 . 5 の負担をしている。 2 0 1 9 年

1 0 に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は 2 6 . 3
になる。したが て、負担分は 3. 8 増加 ることになる。な 、 税

率 による負担 分は 1 . 3 である。一方、政府の増税対策による一世帯

全国
（平均）
※再掲

県
（平均）

（１）現行消費税率8％ 214,349 227,712

（２）消費税率10％（軽減税率導入） 249,989 265,759

（３）消費税率10％（軽減税率なし） 263,065 279,465

増加負担分　（２）-（１） 35,640 38,047

（参考）軽減税率導入による負担軽減分　（３）-（２） 13,076 13,706

幼児教育無償化 7,086 7,963

キャッシュレス決済ポイント還元 2,657 2,723

年金生活者支援給付金 4,429 4,066

プレミアム商品券 1,594 1,526

すまい給付金・住宅ローン減税延長 1,771 1,915

自動車取得減税 443 444

自動車保有減税 1,151 1,154

還元分計 19,132 19,792

消費税率引上げによる家計の負担分(円）

増税対策による家計への還元分(円）

表３－３－ 　消費税率引上げによる家計の増加負担分と増税対策による還元分

（全国と 県）
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平均的な家計の比較で、 県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より大き

い。 県は相対的に消費性向が く、消費が いためである。一方で、政府の増税対

策による還元分については全国より小さい。このことは、対策で最も恩恵を受ける若年

世帯（世帯主の年齢が 歳以下の家計）の割合が相対的に小さいという 県の年齢構

造を反映している。

（滋賀県の 家計）

滋賀県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消費

税率 のもとで、平均的な家計は年 で の負担をしている。 年

に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は

になる。したが て、負担分は 増加 ることになる。な 、 税率

による負担 分は である。一方、政府の増税対策による一世帯 たり還

元分は合計で である。
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たり還元分は合計で 1 . 9 である。 
 

 

（出所）総務省統計局「家計調査年報」をもとに当財団で推計 

 

 
 平均的な家計の比較で、 県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より大き

い。 県は相対的に消費性向が く、消費が いためである。一方で、政府の増税対

策による還元分については全国より小さい。このことは、対策で最も恩恵を受ける若年

世帯（世帯主の年齢が 39 歳以下の家計）の割合が相対的に小さいという 県の年齢

構造を反映している。 
 
（滋賀県の平均 な家計） 

 滋賀県の平均的な家計の増加負担分と還元分を る（ ）。 の消

費税率 8% のもとで、平均的な家計は年 で 2 2 . 0 の負担をしている。 2 0 1 9 年

1 0 に税率が引上げ ると に 税率が さ た 合、年 の負担は 2 5 . 5
になる。したが て、負担分は 3. 5 増加 ることになる。な 、 税

率 による負担 分は 1 . 5 である。一方、政府の増税対策による一世帯

たり還元分は合計で 1 . 9 である。 
 

全国
（平均）
※再掲

県
（平均）

（１）現行消費税率8％ 214,349 224,906

（２）消費税率10％（軽減税率導入） 249,989 262,817

（３）消費税率10％（軽減税率なし） 263,065 276,021

増加負担分　（２）-（１） 35,640 37,911

（参考）軽減税率導入による負担軽減分　（３）-（２） 13,076 13,204

幼児教育無償化 7,086 6,527

キャッシュレス決済ポイント還元 2,657 2,626

年金生活者支援給付金 4,429 4,652

プレミアム商品券 1,594 1,633

すまい給付金・住宅ローン減税延長 1,771 1,663

自動車取得減税 443 441

自動車保有減税 1,151 1,151

還元分計 19,132 18,693

消費税率引上げによる家計の負担分(円）

増税対策による家計への還元分(円）

表３－３－ 　消費税率引上げによる家計の増加負担分と増税対策による還元分

（全国と 県）
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平均的な家計の比較で、滋賀県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より小さ

い。滋賀県は相対的に消費性向が低く、消費が少ないためである。一方で、政府の増税

対策による還元分については全国より大きい。このことは、対策で最も恩恵を受ける若

年世帯（世帯主の年齢が 歳以下の家計）の割合が相対的に大きいという滋賀県の年齢

構造を反映している。
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（出所）総務省統計局「家計調査年報」をもとに当財団で推計 

 

 
 平均的な家計の比較で、滋賀県は消費税率の引上げによる増加負担分が全国より小さ

い。滋賀県は相対的に消費性向が低く、消費が少ないためである。一方で、政府の増税

対策による還元分については全国より大きい。このことは、対策で最も恩恵を受ける若

年世帯（世帯主の年齢が 39 歳以下の家計）の割合が相対的に大きいという滋賀県の年

齢構造を反映している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全国
（平均）
※再掲

滋賀県
（平均）

（１）現行消費税率8％ 214,349 219,621

（２）消費税率10％（軽減税率導入） 249,989 254,901

（３）消費税率10％（軽減税率なし） 263,065 269,535

増加負担分　（２）-（１） 35,640 35,280

（参考）軽減税率導入による負担軽減分　（３）-（２） 13,076 14,634

幼児教育無償化 7,086 7,485

キャッシュレス決済ポイント還元 2,657 2,696

年金生活者支援給付金 4,429 4,162

プレミアム商品券 1,594 1,550

すまい給付金・住宅ローン減税延長 1,771 1,836

自動車取得減税 443 450

自動車保有減税 1,151 1,160

還元分計 19,132 19,338

消費税率引上げによる家計の負担分(円）

増税対策による家計への還元分(円）

表３－３－９　消費税率引上げによる家計の増加負担分と増税対策による還元分

（全国と滋賀県）
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